
付 議 予 定 案 件 一 覧 表 

 

１ 報告第４号  議会の議決により指定された市長の専決処分事項についての専決

処分の報告について 

２ 報告第５号  和解及び損害賠償の額の決定の専決処分の報告について 

３ 報告第６号  行橋市税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について 

４ 報告第７号  行橋市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の専決処分の

報告について 

５ 報告第８号  和解の専決処分について 

６ 報告第９号  行橋市職員定数条例の一部を改正する条例の専決処分の報告につ

いて 

７ 報告第１０号  令和７年度行橋市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

８ 報告第１１号  令和７年度行橋市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について 

９ 報告第１２号  令和７年度行橋市水道事業会計繰越の報告について 

１０ 報告第１３号  令和７年度行橋市下水道事業会計繰越の報告について 

１１ 議案第４０号  行橋市環境衛生保全基金条例の制定について 

１２ 議案第４１号  行橋市男女共同参画を推進する条例の一部を改正する条例の制定

について 

１３ 議案第４２号  行橋市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について 

１４ 議案第４３号  行橋市集会所条例の一部を改正する条例の制定について 

１５ 議案第４４号  行橋市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

１６ 議案第４５号  高機能消防指令システムの取得について 

１７ 議案第４６号  令和８年度行橋市一般会計補正予算について 

１８ 議案第４７号  令和８年度行橋市介護保険特別会計補正予算について 

１９ 議案第４８号  令和８年度行橋市後期高齢者医療特別会計補正予算について 



報告第４号 

議会の議決により指定された市長の専決処分事項についての専決処分の

報告について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、議会の

議決により指定された市長の専決処分事項について別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

  令和８年６月２日提出 

行橋市長  工 藤 政 宏   



専決第３号 

     専  決  処  分  書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、議会の 

議決により指定された市長の専決処分事項について別紙のとおり専決処分する。 

  令和８年３月１６日 

                       行橋市長  工 藤 政 宏 

 

 



福岡県行橋市 （１）件名

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 　市道：金屋・西泉線

＊＊＊　＊＊＊ 道路を横断する水路のグレーチング

が外れたことによる、水路落下事故

に対する損害賠償

（２）事故発生日時

　令和６年８月３１日２１時１０分

（３）発生場所

　行橋市南大橋三丁目２番　付近

（４）事故の状況
相手方は金屋・西泉線を南西（今川
上流側）から北東（今川下流側）へ
自転車で友人宅から自宅のある金屋
方面に向かっていた。文久井堰に差
し掛かったとき、今川から取水する
水門前にある水路にかかっていた金
属製グレーチング4枚中3枚が外れて
おり、相手方が気づいたときには、
ブレーキが間に合わず、自転車前輪
が水路に転落した後、その反動で相
手方は水路を飛び越え、地面に顔か
ら衝突し、顔面と両腕を強打した。
相手方は前歯欠損、鼻から上顎にか
け裂傷、両腕に擦傷を負った。

賠償の相手方

　交通事故の場合において、自動車損害賠償保障法（昭和３０年法律第９７号）第１３

条に規定する保険金及び全国市有物件災害共済会による保険金等があるときは、当該保

険金額に２００万円を加えた金額以下の法律上市の義務に属する損害賠償（見舞金を含

む。）の額を定めること。

損害賠償額 損害賠償に係る事故の概要等

６９，８８４円



報告第５号 

和解及び損害賠償の額の決定の専決処分の報告について 

特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、和解及び

損害賠償の額を決定することについて別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定により報告し、承認を求める。 

  令和８年６月２日提出 

行橋市長  工 藤 政 宏   



専決第４号 

専  決  処  分  書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、和解し、

及び損害賠償の額を決定することについて、次のとおり専決処分する。 

令和８年３月１６日 

行橋市長  工 藤 政 宏   

記 

１ 損害賠償額  １６７，４４０円 

２ 賠償の相手方  行橋市＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

          ＊＊＊　＊＊＊ 

３ 損害賠償に係る事件の概要等 

 ⑴ 件 名  市道行事８号線の道路舗装の隆起による傷害等に対する和解

及び損害賠償 

 ⑵ 事故発生日時  令和７年１２月１９日 １７時３０分 

 ⑶ 発 生 場 所  行橋市行事八丁目 猪熊橋付近 

 ⑷ 事故の状況  相手方は行橋市と苅田町の市町境にある猪熊橋を苅田町側か

ら行橋市側に徒歩で渡っていた。その際、橋中央の伸縮装置

付近にあった舗装の隆起によりできた高さ約４センチメート

ルの段差に、相手方は左足がつまずき、転倒。顔の右側をア

スファルトに強打し、頬骨を骨折した。 

 



報告第６号 

行橋市税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について 

特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、行橋市税

条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によ

り報告し、承認を求める。 

  令和８年６月２日提出 

行橋市長  工 藤 政 宏   



専決第５号 

専  決  処  分  書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、行橋市

税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分する。 

  令和８年３月３１日 

行橋市長  工 藤 政 宏   

 

 



   行橋市税条例の一部を改正する条例 

 行橋市税条例（昭和６１年行橋市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 第１８条の３中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 第１９条中「、第８１条の６第１項」を削り、同条第２号及び第３号中「第８１条

の６第１項の申告書、」を削る。 

 第３３条第３項中 「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、「。）」の次

に「 （同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。）」を加える。 

 第３４条の７第２項中「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第

４項」に改める。 

 第３６条の２第１項ただし書中「及び第３６条の３の３第１項」を「並びに第３６

条の３の３第１項及び第２項第４号」に改める。 

 第３６条の３の２第１項第２号中「除き、」を「除く。次条第１項第２号において同

じ。）（」に改め、「。次条第１項において同じ」を削り、同条第５項中「次条第４項」

を「次条第５項」に改める。 

 第３６条の３の３第１項を次のように改める。 

  次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）は、公的年金

等支払者（所得税法第２０３条の６第１項に規定する申告書の提出の際に経由すべ

き同項に規定する公的年金等（以下この項において「公的年金等」という。）の支払

者をいう。以下この条において同じ。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日

の前日までに、施行規則で定めるところにより、次項各号に掲げる事項を記載した

申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する申告書を提出しな

ければならない者 

 ⑵ 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受け

るものを除く。）の支払を受ける第２３条第１項第１号に掲げる者であつて、特定

配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が９００万円以下であるものに限る。）



の自己と生計を一にする配偶者（合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）

をいう。次号及び次項第３号において同じ。）（退職手当等（第５３条の２に規定

する退職手当等に限る。以下この号において同じ。）に係る所得を有する者に限

る。）又は扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当

等に係る所得を有する者に限る。）若しくは特定親族（退職手当等に係る所得を有

する者であつて、合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）を有する者 

 ⑶ 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受け

るものに限る。）の支払を受ける第２３条第１項第１号に掲げる者（当該年中に支

払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受け

るべき日の前日の現況において令第４８条の９の７の３に定める金額に満たない

者を除く。）であつて、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定配偶

者若しくは扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。）若しく

は特定親族（合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）を有する者 

 第３６条の３の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項とし、

同条第４項中「第４８条の９の７の３」を「第４８条の９の８」に改め、同項を同条

第５項とし、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項又は法

第３１７条の３の３第１項」に、「同項の規定による申告書に」を「第１項又は同条第

１項の規定による申告書に」に、「同項の規定による申告書を提出する」を「第１項又

は同条第１項の規定による申告書を提出する」に改め、同項を同条第３項とし、同条

第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 

 ⑴ 公的年金等支払者の名称 

 ⑵ 公的年金等受給者が、法第３１４条の２第１項第６号に規定する特別障害者又

はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又

はひとり親に該当する場合にはその旨 

 ⑶ 特定配偶者の氏名 



 ⑷ 扶養親族又は特定親族の氏名 

 ⑸ その他施行規則で定める事項 

 第６３条中「が土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあつては２０万円」を

削り、「１５０万円」を「１８０万円」に改める。 

 第８０条第１項を次のように改める。 

  軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 

 第８０条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、第１項」

を「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を」に改

め、同項ただし書中「これを課さない」を「この限りでない」に改め、同項を同条第

２項とする。 

 第８１条第１項を次のように改める。 

  軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場

合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

 第８１条第２項中「３輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第３項及び第

４項を削る。 

 第８１条の３から第８１条の８までを削る。 

 第８１条の９（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条を第８

１条の３とする。 

 第８２条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 第８３条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 第８５条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 第８６条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 第８７条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「種別割」

を「軽自動車税」に、 「施行規則第３３号の４の２様式」を「施行規則第３３号の４様

式」に改め、同条第２項及び第３項中「施行規則第３３号の４の２様式」を「施行規

則第３３号の４様式」に改める。 



 第８８条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 第８９条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 第９０条の見出し並びに同条第１項、第２項、第４項及び第５項中「種別割」を「軽

自動車税」に改める。 

 第９１条第２項中「第８０条第３項ただし書」を「第８０条第２項ただし書」に、

「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第７項中「種別割」を「軽自動車税」に改

める。 

 附則第６条中「から令和９年度まで」を「以後」に改める。 

 附則第７条の３の前の見出し及び同条を削る。 

 附則第７条の３の２に見出しとして「 （個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除）」

を付し、同条第１項中「令和２０年度」を「令和２５年度」に、 「居住年が平成１１年

から平成１８年まで又は」を「同法第４１条第１項に規定する居住年が」に、「令和７

年」を「令和１２年」に、「において、前条第１項の規定の適用を受けないときは」を

「には」に、「附則第５条の４の２第５項」を「附則第５条の４第５項」に改め、同条

第２項中「附則第７条の３の２第１項」を「附則第７条の３第１項」に改め、同条を

附則第７条の３とする。 

 附則第７条の４中「又は附則第２０条第１項」を「、附則第１９条の３第１項又は

附則第２０条第１項」に、「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第

４項」に改める。 

 附則第８条第１項中「令和９年度」を「令和１２年度」に改め、同条第２項中「、

附則第７条の３の２第１項」を削る。 

 附則第９条の２中「附則第７条の２第４項」の次に「 （法附則第７条の３第３項又は

第４項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」を加える。 

 附則第１０条の２第３項中「附則第１５条第１４項」を「附則第１５条第１３項」

に改め、同条第４項中「附則第１５条第２１項」を「附則第１５条第２０項」に改め、

同条第５項中「附則第１５条第２２項第１号」を「附則第１５条第２１項第１号」に



改め、同条第６項中「附則第１５条第２２項第２号」を「附則第１５条第２１項第２

号」に改め、同条第７項中「附則第１５条第２２項第３号」を「附則第１５条第２１

項第３号」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２３項第１号」を「附則第１５条

第２２項第１号」に改め、同条第９項中「附則第１５条第２３項第２号」を「附則第

１５条第２２項第２号」に改め、同条第１０項中「附則第１５条第２５項第１号イ」

を「附則第１５条第２４項第１号イ」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第２５

項第１号ロ」を「附則第１５条第２４項第１号ロ」に改め、同条第１２項中「附則第

１５条第２５項第１号ハ」を「附則第１５条第２４項第１号ハ」に改め、同条第１３

項中「附則第１５条第２５項第１号ニ」を「附則第１５条第２４項第１号ニ」に改め、

同条第１４項中「附則第１５条第２５項第２号」を「附則第１５条第２４項第２号」

に改め、同条第１５項中「附則第１５条第２５項第３号イ」を「附則第１５条第２４

項第３号イ」に改め、同条第１６項中「附則第１５条第２５項第３号ロ」を「附則第

１５条第２４項第３号ロ」に改め、同条第１７項中「附則第１５条第２５項第３号ハ」

を「附則第１５条第２４項第４号」に改め、同条第１８項から第２０項までを削り、

同条第２１項中「附則第１５条第２８項」を「附則第１５条第２７項」に改め、同項

を同条第１８項とし、同条第２２項中「附則第１５条第３２項」を「附則第１５条第

３１項」に改め、同項を同条第１９項とし、同条第２３項中「附則第１５条第３６項」

を「附則第１５条第３５項」に改め、同項を同条第２０項とし、同条第２４項中「附

則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３６項」に改め、同項を同条第２１項とし、

同条第２５項中「附則第１５条第４０項」を「附則第１５条第３９項」に改め、同項

を同条第２２項とし、同条第２６項中「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条第

４０項」に改め、同項を同条第２３項とし、同条中第２７項を第２４項とし、第２８

項を第２５項とし、同条に次の１項を加える。 

２６ 法附則第１５条の１１第１項に規定する条例で定める割合は、３分の１とする。 

 附則第１０条の３第７項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２０項」

に改め、同条第８項第４号中「附則第１２条第２３項」を「附則第１２条第２４項」



に改め、同項第６号中「附則第１２条第２４項」を「附則第１２条第２５項」に改め、

同条第９項第５号及び第１１項第５号中「附則第１２条第３１項」を「附則第１２条

第３２項」に改め、同条第１３項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２

０項」に改め、同条第１５項中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」

に、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国

土交通省令第１１０号）第１０条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、

音楽堂等の活性化に関する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する

実演芸術の公演の用に供する施設である」を「施行規則附則第７条の２第１項に規定

する補助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１４条第１項に規定する建築物移動等

円滑化基準（同条第３項の条例で付加した事項を含む。）又は同法第１７条第３項第１

号に規定する同法第２条第２０号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する

基準に適合する」に改め、同項第３号を次のように改める。 

 ⑶ 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成１

８年政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律第１４条第３項の条例で定める同法第２条第

１８号に規定する特定建築物を含む。）のいずれに該当するかの別 

 附則第１０条の４第１項第１号中「附則第１２条の４第１項第３号」を「附則第１

２条の３第１項第３号」に改め、同条第３項中「特定被災共用土地納税義務者（以下

この項」を「特定被災共用土地納税義務者（第４号」に改める。 

 附則第１５条の２から第１５条の６までを削る。 

 附則第１６条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第４４４条第３項

に規定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」に、「から第４項

まで」を「及び第３項」に改め、「の種別割」を削り、同条第２項中「令和４年４月１

日から令和８年３月３１日まで」を「令和７年４月１日から令和１０年３月３１日ま

で」に改め、「の種別割」を削り、同条第３項中「法第４４６条第１項第３号」を「同



項」に改め、「及び次項」を削り、「令和４年４月１日」を「令和７年４月１日」に、

「当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」を「令和８年度分」に

改め、「の種別割」を削り、同条第４項を削る。 

 附則第１６条の２の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種別割」を削

り、「から第４項まで」を「又は第３項」に改め、同条第２項及び第３項中「の種別割」

を削る。 

 附則第１６条の３第３項第２号、第１６条の４第３項第２号及び第１７条第３項第

２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「及び附則第７

条の３第１項」に改める。 

 附則第１７条の２第１項中「令和８年度」を「令和１１年度」に改め、同条第２項

中「令和８年度」を「令和１１年度」に、「附則第３４条の２第５項」を「附則第３４

条の２第６項」に、「附則第３４条の２第１０項」を「附則第３４条の２第１２項」に

改め、同条に次の１項を加える。 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割の納税義

務者が、租税特別措置法第３１条の２第２項第１３号から第１５号までに掲げる土

地等の譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡

をした時において地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の地

すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律

第５７号）第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土

砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第９条第１項の土

砂災害特別警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）

第５６条第１項の浸水被害防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第１項

又は第２項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地の

ための譲渡に該当しないものとみなす。 

 附則第１８条第５項第２号及び第１９条第２項第２号中「、附則第７条の３第１項

及び附則第７条の３の２第１項」を「及び附則第７条の３第１項」に改める。 



 附則第１９条の２の次に次の１条を加える。 

 （特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１９条の３ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３８条の

２第１項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所

得、譲渡所得及び雑所得については、第３３条第１項及び第２項並びに第３４条の

３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所

得の金額及び雑所得の金額として令附則第１８条の６の４で定めるところにより

計算した金額（以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とい

う。）に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額（特定暗号資産に係る譲渡

所得等の金額（次項第１号の規定により読み替えて適用される第３４条の２の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）をいう。）の１００分の３に相当する市

民税の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

 ⑴ 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総

所得金額、附則第１９条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の

金額」とする。 

 ⑵ 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項、附則第７条第１項

及び附則第７条の３第１項の規定の適用については、第３４条の６中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則第１９条の３第１項の規定による市民税の

所得割の額」と、第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１項、

附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第１９条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第

３４条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１９

条の３第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 

 ⑶ 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は附則第１９条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る



譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若

しくは附則第１９条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」

とする。 

 ⑷ 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とあるの

は「山林所得金額並びに附則第１９条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る

譲渡所得等の金額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第１９条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

 第２０条第２項第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」

を「及び附則第７条の３第１項」に改める。 

第２０条の２第２項第２号及び第５項第２号並びに第２０条の３第２項第２号及

び第５項第２号中「、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項」を「及び第７条

の３第１項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第３６条の２第１項ただし書、第３６条の３の２及び第３６条の３の３の改正

規定並びに附則第６条の改正規定及び附則第７条の３の２第１項の改正規定（「令

和２０年度」を「令和２５年度」に改める部分及び「令和７年」を「令和１２年」

に改める部分に限る。）並びに次条第１項及び第２項の規定 令和９年１月１日 

 ⑵ 第６３条の改正規定及び附則第３条第２項の規定 令和９年４月１日 

 ⑶ 第３４条の７第２項の改正規定並びに附則第７条の４の改正規定（「附則第５

条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」に改める部分に限る。）、

附則第９条の２の改正規定及び附則第１７条の２の改正規定（同条第１項及び第

２項中「令和８年度」を「令和１１年度」に改める部分を除く。）並びに次条第４

項の規定 令和１０年１月１日 



 ⑷ 附則第７条の４の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第１９条

の２の次に１条を加える改正規定並びに次条第３項及び第５項の規定 金融商品

取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令和８年法律第 号）

の施行の日の属する年の翌々年の１月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の行橋市税条例（以下「新条例」という。）第３６条の

３の３第１項及び第２項の規定は、前条第１号に掲げる規定の施行の日以後に支払

を受けるべき公的年金等について提出する新条例第３６条の３の３第１項の規定

による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出

したこの条例による改正前の行橋市税条例第３６条の３の３第１項の規定による

申告書については、なお従前の例による。 

２ 前条第１号に掲げる規定による改正後の行橋市税条例附則第７条の３第１項及び

第２項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和８年１月１日以後に所得税法

等の一部を改正する法律（令和８年法律第１２号。以下この項において「所得税法

等改正法」という。）第７条の規定による改正後の租税特別措置法（昭和３２年法律

第２６号）第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第１６項の規定により同条

第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第１６項に規定する特例居住用家

屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第１７項の規定により同条第１項に規定する既

存住宅とみなされる同条第１７項に規定する特例既存住宅及び同条第３５項の規

定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規定する要

耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（同条第１７項の規定により同

条第１項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第１７項に規定する特

例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限

る。）又は同条第６項に規定する認定住宅等（同条第１８項の規定により同条第６項

に規定する認定住宅等とみなされる同条第１８項に規定する特例認定住宅等を含

む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について



適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第７条の規定に

よる改正前の租税特別措置法第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第２０項

の規定により同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第２０項に規定

する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第３５項の規定により同条第

１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規定する要耐震改修住宅を

含む。）若しくは増改築等をした家屋（当該増改築等に係る部分に限る。）又は同条

第１０項に規定する認定住宅等（同条第２１項の規定により同条第１０項に規定す

る認定住宅等とみなされる同条第２１項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同

条第１項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従

前の例による。 

３ 前条第４号に掲げる規定による改正後の行橋市税条例附則第７条の４の規定は、

同号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び第５項において「４号施行日」とい

う。）の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、４号施行

日の属する年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

４ 新条例附則第１７条の２第４項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が前条第

３号に掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第１７条の２第１項の土地等

の譲渡について適用する。 

５ 新条例附則第１９条の３の規定は、４号施行日の属する年度の翌年度以後の年度

分の個人の市民税について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

令和８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの固定資

産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第６３条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産税について適用し、

令和８年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地方税法



等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地方

税法（昭和２５年法律第２２６号。次項において「旧法」という。）附則第１５条第

２５項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税に

ついては、なお従前の例による。 

４ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条の１１

第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術

公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の軽自

動車税について適用する。 

２ この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の

環境性能割については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

 （行橋市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第５条 行橋市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年行橋市条例第１１号）の

一部を次のように改正する。 

  附則第５条中「の種別割」を削る。 



報告第７号 

行橋市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の専決処分の報告につ 

いて 

特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、行橋市国

民健康保険税条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により報告し、承認を求める。 

  令和８年６月２日提出 

行橋市長  工 藤 政 宏   



専決第６号 

専  決  処  分  書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、行橋市

国民健康保険税条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分する。 

  令和８年３月３１日 

行橋市長  工 藤 政 宏   

 

 



   行橋市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例 

 （行橋市国民健康保険税条例の一部改正） 

第１条 行橋市国民健康保険税条例（昭和６１年行橋市条例第３４号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条第２項ただし書中「６６万円」を「６７万円」に改め、同条第３項中「属

する」の次に「国民健康保険の」を加える。 

  第２２条第１項中「６６万円」を「６７万円」に改め、同項第２号中「３０万５

千円」を「３１万円」に改め、同項第３号中「５６万円」を「５７万円」に改め、

同条第３項第１号中「第２４条の３０の５」を「第２４条の３０の６」に改める。 

 （行橋市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 行橋市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（令和８年行橋市条例第９

号）の一部を次のように改正する。 

第２条に１項を加える改正規定のうち第２条第５項中「国民健康保険法」を「地

方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」に改め、同項に次のた

だし書を加える。 

   ただし、加算後の額が３万円を超える場合においては、子ども・子育て支援納

付金課税額は、３万円とする。 

  第２条の改正規定の次に次のように加える。 

   第３条第１項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」

を「法」に改める。 

   第４条の２第１号中「。第６条の２」を「。次号、第６条の２、第８条の６」

に改め、「、第６条の２」の次に「、第８条の６」を加える。 

  第８条の２の次に４条を加える改正規定のうち第８条の４中「均等割額」を「被

保険者均等割額」」に改める。 

  第８条の２の次に４条を加える改正規定のうち第８条の５の見出し中「国民健康

保険の被保険者」を「１８歳以上被保険者」に改め、同条中「均等割額」を「被保



険者均等割額」に改める。 

  第２２条第１項の改正規定中「減額して得た額」の次に「 （当該減額して得た額が

３万円を超える場合には、３万円）」を加え、同項第１号にトからリまでを加える改

正規定のうち同号チ中「国民健康保険の被保険者」を「１８歳以上被保険者」に、

「被保険者（」を「１８歳以上被保険者（」に改める。 

  第２２条第１項第２号にトからリまでを加える改正規定のうち同号チ及び第２２

条第１項第３号にトからリまでを加える改正規定のうち同号チ中「国民健康保険の

被保険者」を「１８歳以上被保険者」に、「１８歳以上被保険者（」に改める。 

  第２２条第３項を改め、同項第２号を改め、同号イからニまでを削り、同項第４

号を改め、同号イからニまでを削り、同項第６号を改め、同号イからニまでを削り、

同項に３号を加える改正規定を次のように改める。 

   第２２条第３項中「及び被保険者均等割額」を「並びに被保険者均等割額及び

１８歳以上被保険者均等割額」に改め、「減額後の被保険者均等割額」の次に「及

び１８歳以上被保険者均等割額」を加え、同項第２号中「として、次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれ出産被保険者１人について次に定める額」を削り、同

号イからニまでを削り、同項第４号中「として、次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれ出産被保険者１人について次に定める額」を削り、同号イからニまでを

削り、同項第６号中「として、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ出産被保

険者１人について次に定める額」を削り、同号イからニまでを削り、同項に次の

３号を加える。 

   ⑺ 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所

得割額 当該出産被保険者につき第８条の３の規定により算定した所得割

額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に

属する月数を乗じて得た額 

   ⑻ 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額 当該出産被保険者につき第８条の４の規定により算定し



た被保険者均等割額（第１項の規定により減額した場合にあつてはその減額

後の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後

期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

   ⑼ 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１

８歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第８条の５の規定に

より算定した１８歳以上被保険者均等割額（第１項の規定により減額した場

合にあつてはその減額後の１８歳以上被保険者均等割額）の１２分の1の額

に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて

得た額 

  第２２条に１項を加える改正規定のうち同条第４項中 「第１項、第２項又は前項」

を「当該納税義務者の世帯に属する１８歳未満被保険者につき算定した被保険者均

等割額（前３項」に、「。以下この項において同じ」を「）に限る」に改め、「納税

義務者の世帯に属する１８歳未満被保険者につき算定した」を削り、同改正規定の

次に次のように加える。 

   附則第５項、第６項及び第８項から第１５項までの規定中「第７条」の次に「、

第８条の３」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、公布の

日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の行橋市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の

年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税につ

いては、なお従前の例による。 



報告第８号 

和解の専決処分について 

特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、和解する

ことについて別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認

を求める。 

  令和８年６月２日提出 

行橋市長  工 藤 政 宏   



専決第７号 

専  決  処  分  書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、和解す

ることについて、次のとおり専決処分する。 

令和８年４月２１日 

行橋市長  工 藤 政 宏   

記 

１ 損害賠償額   ０円 

２ 和解の相手方  福岡県＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

          ＊＊＊ ＊＊＊ 

３ 和解に係る事件の概要等 

 ⑴ 件 名  福岡県久留米市内東櫛原交差点付近の交通事故に対する和解 

 ⑵ 事故発生日時  令和７年１１月２６日１３時５０分頃 

 ⑶ 発 生 場 所  福岡県久留米市東櫛原町２８５９付近 

 ⑷ 事故の状況  久留米市内の東櫛原交差点へ差し掛かり、右折レーンへ車線

変更をしようとウインカーを上げ、車線変更を行っていたと

ころ、後方の相手方車両がゼブラゾーンより進入し、研修バ

ス右後方に接触した。 

           本件につき、行橋市及び相手方は、損害額を各自それぞれ負

担する。また、今後本件に関し、双方共裁判上又は裁判外に

おいて一切異議、請求の申立てをしない。 

 



報告第９号 

行橋市職員定数条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について 

特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、行橋市職

員定数条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規

定により報告し、承認を求める。 

  令和８年６月２日提出 

行橋市長  工 藤 政 宏   



専決第８号 

専  決  処  分  書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、行橋市

職員定数条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分する。 

  令和８年４月３０日 

                       行橋市長  工 藤 政 宏 

 

 



   行橋市職員定数条例の一部を改正する条例 

 行橋市職員定数条例（昭和３９年行橋市条例第１７号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条の表を次のように改める。 

市長の事務部局の職員 ３４０人 

議会の事務部局の職員 ７人 

選挙管理委員会の事務部局の職員 ３人 

農業委員会の事務部局の職員 ６人 

監査委員の事務部局の職員 ３人 

教育委員会の事務部局の職員 ５６人 

水道事業及び下水道事業の事務部局の職員 ３５人 

合計 ４５０人 

   附 則 

 この条例は、令和８年５月１日から施行する。 



報告第１０号 

令和７年度行橋市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

令和７年度行橋市一般会計予算の繰越明許費に係る経費を別紙のとおり翌年度に繰

り越したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規

定により報告する。 

令和８年６月２日提出 

行橋市長  工 藤 政 宏   

 



令和７年度　行橋市一般会計繰越明許費繰越計算書



（単位：円）

国県支出金 地方債 その他

1,572,986,000 1,551,416,000 0 1,082,507,000 368,100,000 0 100,809,000

令和８年６月２日 提出

行橋市長　　工　藤　政　宏

331,000

2
林業費

5
労働費

1
労働諸費

サンワークゆくはし空調設備改修事業 7,231,000 7,231,000 0 0 6,900,000 0

0 4,302,0004
衛生費 2

清掃費
し尿収集車購入事業 17,410,000 17,410,000 0 15,800,000 0 0 1,610,000

0 4,362,000

3
民生費

1
保健衛生費

じん芥収集車購入事業 29,902,000 29,902,000 0

2
総務費

3
戸籍住民基本台帳費

マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等に係る改修事業 2,255,000 2,255,000 0

1
総務管理費

4
老人福祉費

772,603,000 0

コンビニ交付システム改修事業 5,874,000 3,102,000 0

令和７年度　行橋市一般会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事業名 金額 翌年度繰越額
左の財源内訳

既収入
特定財源

未収入特定財源
一般財源

合　　　　　　　　　　計

廃棄物処理委託事業 1,435,000 1,435,000 0

0

水産物供給基盤機能保全事業

火葬炉非常用発電設備改修工事 21,362,000

2
道路橋りょう費

社会資本整備総合交付金事業 37,000,000 37,000,000

林地崩壊防止事業 25,000,000 25,000,000 0

22,225,000

備蓄品補充事業（避難所環境改善事業） 2,698,000 2,680,000 0

行橋市民生活応援商品券事業 772,603,000

0 0 0 1,435,000

1,340,000

22,839,000

0 0 0 3,102,000

1,340,000 0 0

749,764,000 0 0

407,000

9,200,000 13,800,000 0 2,000,000

0 2,622,000

16,939,000 15,200,000 0 4,861,000

4,375,0008,700,000 0

0

1,848,000 0 0

25,600,000 0

0 10,147,000

再編関連訓練移転等交付金事業 30,700,000 30,700,000 0 28,078,000 0

3,632,000

117,403,000 116,200,000 0

22,225,000 0 9,150,000

269,000

中学校施設整備事業 14,526,000 14,526,000 0 4,385,000 8,600,000 0

7,232,000

1,541,000

4,861,000

小学校施設整備事業 33,679,000 33,679,000

10,000

小学校空調整備事業 101,259,000 101,259,000 0 36,982,000 36,600,000 0 27,677,000

物価高騰対策に伴う介護施設助成事業 2,603,000 1,704,000 0 1,694,000 0 0

21,362,000 0 17,000,000

0 0

3
水産業費

6
農林水産業費

8
土木費

4
都市計画費

立地適正化計画改定及び用途地域変更事業 4,885,000 4,861,000 0 0

10
教育費

5
保健体育費

人工芝照明塔改修事業 29,608,000 29,608,000 0 27,607,000 0 0

行橋市武道館改修事業 159,070,000 142,469,000 0 0 142,200,000 0

19,900,000 0
2
小学校費

3
中学校費

中学校空調整備事業 240,835,000 240,835,000 0

配送車購入事業 10,826,000 9,570,000 0 9,570,000 0 0 0

2,001,000

1



（単位：円）

既  収  入 未　収　入
特定財源 特定財源

2 1 3 1,435,000 1,435,000 0 0 1,435,000
12　委託料 1,435,000 1,435,000

繰越明許費議決額　1,435,000円

廃棄物処理委託事業 総務費 総務管理費 財産管理費

令和７年度　行橋市一般会計繰越明許費繰越明細書

事　　業　　名
予　　　　算　　　　科　　　　目

予算計上額 翌年度繰越額
左　の　財　源　内　訳

款 項 目 節 一般財源

2



（単位：円）

既  収  入 未　収　入
特定財源 特定財源

2 1 16 8,476,000 2,680,000 0 1,340,000 1,340,000
10　需用費 3,987,000 0
（消耗品費） (3,987,000) (0)
17　備品購入費 4,489,000 2,680,000

繰越明許費議決額　2,698,000円

令和７年度　行橋市一般会計繰越明許費繰越明細書

事　　業　　名
予　　　　算　　　　科　　　　目

予算計上額 翌年度繰越額
左　の　財　源　内　訳

款 項 目 節 一般財源

備蓄品補充事業（避難所
環境改善事業）

総務費 総務管理費 防災諸費

3



（単位：円）

既  収  入 未　収　入
特定財源 特定財源

2 1 5 772,603,000 772,603,000 0 749,764,000 22,839,000
12　委託料 52,603,000 52,603,000
18　負担金、補助及び交付金 720,000,000 720,000,000

繰越明許費議決額　772,603,000円

令和７年度　行橋市一般会計繰越明許費繰越明細書

事　　業　　名
予　　　　算　　　　科　　　　目

予算計上額 翌年度繰越額
左　の　財　源　内　訳

款 項 目 節 一般財源

行橋市民生活応援商品券
事業

総務費 総務管理費 企画費

4



（単位：円）

既  収  入 未　収　入
特定財源 特定財源

2 3 1 5,874,000 3,102,000 0 0 3,102,000
12　委託料 5,874,000 3,102,000

繰越明許費議決額　5,874,000円

コンビニ交付システム改修
事業

総務費 戸籍住民基本
台帳費

戸籍住民基本台
帳費

予　　　　算　　　　科　　　　目
予算計上額 翌年度繰越額

左　の　財　源　内　訳

款 項 目 節 一般財源

令和７年度　行橋市一般会計繰越明許費繰越明細書

事　　業　　名

5



（単位：円）

既  収  入 未　収　入
特定財源 特定財源

2 3 1 11,979,000 2,255,000 0 1,848,000 407,000
1　報酬 2,680,000 0
3　職員手当等 723,000 269,000
（時間外勤務手当） 269,000 269,000
（パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当） 454,000 0
4　共済費 207,000 0
10　需用費 138,000 138,000
（消耗品費） (138,000) (138,000)
11　役務費 2,885,000 0
（通信運搬費） (2,885,000) (0)
12　委託料 5,346,000 1,848,000

繰越明許費議決額　2,255,000円

マイナンバーカードへの氏
名のローマ字表記等に係
る改修事業

総務費 戸籍住民基本
台帳費

戸籍住民基本台
帳費

令和７年度　行橋市一般会計繰越明許費繰越明細書

事　　業　　名
予　　　　算　　　　科　　　　目

予算計上額 翌年度繰越額
左　の　財　源　内　訳

款 項 目 節 一般財源

6



（単位：円）

既  収  入 未　収　入
特定財源 特定財源

3 4 1 5,251,000 1,704,000 0 1,694,000 10,000
11　役務費 18,000 9,000
（通信運搬費） (13,000) (6,000)
（手数料） (5,000) (3,000)
18　負担金、補助及び交付金 5,233,000 1,695,000

繰越明許費議決額　2,603,000円

民生費 老人福祉費 老人福祉費物価高騰対策に伴う介護
施設助成事業

令和７年度　行橋市一般会計繰越明許費繰越明細書

事　　業　　名
予　　　　算　　　　科　　　　目

予算計上額 翌年度繰越額
左　の　財　源　内　訳

款 項 目 節 一般財源

7



（単位：円）

既  収  入 未　収　入
特定財源 特定財源

4 1 4 21,362,000 21,362,000 0 17,000,000 4,362,000
14　工事請負費 21,362,000 21,362,000

繰越明許費議決額　21,362,000円

衛生費 保健衛生費 環境衛生費

令和７年度　行橋市一般会計繰越明許費繰越明細書

事　　業　　名
予　　　　算　　　　科　　　　目

節 一般財源

火葬炉非常用発電設備改
修工事

予算計上額 翌年度繰越額
左　の　財　源　内　訳

款 項 目

8



（単位：円）

既  収  入 未　収　入
特定財源 特定財源

4 2 2 29,902,000 29,902,000 0 25,600,000 4,302,000
8　旅費 14,000 14,000
17　備品購入費 29,888,000 29,888,000

繰越明許費議決額　29,902,000円

令和７年度　行橋市一般会計繰越明許費繰越明細書

事　　業　　名
予　　　　算　　　　科　　　　目

予算計上額 翌年度繰越額
左　の　財　源　内　訳

款 項 目 節 一般財源

じん芥収集車購入事業 衛生費 清掃費 ごみ処理費

9



（単位：円）

既  収  入 未　収　入
特定財源 特定財源

4 2 3 17,410,000 17,410,000 0 15,800,000 1,610,000
17　備品購入費 17,410,000 17,410,000

繰越明許費議決額　17,410,000円

一般財源

し尿収集車購入事業 衛生費 清掃費 し尿処理費

令和７年度　行橋市一般会計繰越明許費繰越明細書

事　　業　　名
予　　　　算　　　　科　　　　目

予算計上額 翌年度繰越額
左　の　財　源　内　訳

款 項 目 節

10



（単位：円）

既  収  入 未　収　入
特定財源 特定財源

5 1 1 7,231,000 7,231,000 0 6,900,000 331,000
12　委託料 7,231,000 7,231,000

繰越明許費議決額　7,231,000円

サンワークゆくはし空調設
備改修事業

労働費 労働諸費 労働福祉費

令和７年度　行橋市一般会計繰越明許費繰越明細書

事　　業　　名
予　　　　算　　　　科　　　　目

予算計上額 翌年度繰越額
左　の　財　源　内　訳

款 項 目 節 一般財源

11



（単位：円）

既  収  入 未　収　入
特定財源 特定財源

6 2 1 31,000,000 25,000,000 0 23,000,000 2,000,000
12　委託料 6,000,000 0
14　工事請負費 25,000,000 25,000,000

繰越明許費議決額　25,000,000円

令和７年度　行橋市一般会計繰越明許費繰越明細書

事　　業　　名
予　　　　算　　　　科　　　　目

予算計上額 翌年度繰越額
左　の　財　源　内　訳

款 項 目 節 一般財源

林地崩壊防止事業 農林水産業費 林業費 林業振興費

12



（単位：円）

既  収  入 未　収　入
特定財源 特定財源

6 3 4 55,001,000 22,225,000 0 17,850,000 4,375,000
3　職員手当等 321,000 171,000
（時間外勤務手当） (321,000) (171,000)
8　旅費 53,000 38,000
10　需用費 26,000 16,000
（消耗品費） (26,000) (16,000)
12　委託料 8,085,000 0
14　工事請負費 46,516,000 22,000,000

繰越明許費議決額　22,225,000円

令和７年度　行橋市一般会計繰越明許費繰越明細書

事　　業　　名
予　　　　算　　　　科　　　　目

予算計上額 翌年度繰越額
左　の　財　源　内　訳

款 項 目 節 一般財源

水産物供給基盤機能保全
事業

農林水産業費 水産業費 漁港建設費

13



（単位：円）

既  収  入 未　収　入
特定財源 特定財源

8 2 2 109,999,000 37,000,000 0 32,139,000 4,861,000
3　職員手当等 543,000 41,000
（時間外勤務手当） (543,000) (41,000)
8　旅費 93,000 0
10　需用費 869,000 0
（消耗品費） (697,000) (0)
（燃料費） (57,000) (0)
（印刷製本費） (15,000) (0)
（修繕料） (100,000) (0)
11　役務費 25,000 0
（通信運搬費） (25,000) (0)
12　委託料 3,366,000 0
14　工事請負費 94,728,000 36,959,000
16　公有財産購入費 8,971,000 0
21　補償、補填及び賠償金 1,404,000 0

繰越明許費議決額　37,000,000円

令和７年度　行橋市一般会計繰越明許費繰越明細書

事　　業　　名
予　　　　算　　　　科　　　　目

予算計上額 翌年度繰越額
左　の　財　源　内　訳

款 項 目 節 一般財源

社会資本整備総合交付金
事業

土木費 道路橋りょう費 道路新設改良費

14



（単位：円）

既  収  入 未　収　入
特定財源 特定財源

8 2 3 104,019,000 30,700,000 0 28,078,000 2,622,000
3　職員手当等 632,000 93,000
（時間外勤務手当） (632,000) (93,000)
8　旅費 146,000 8,000
10　需用費 333,000 0
（消耗品費） (212,000) (0)
（燃料費） (71,000) (0)
（修繕料） (50,000) (0)
11　役務費 40,000 0
（通信運搬費） (40,000) (0)
12　委託料 37,017,000 0
14　工事請負費 49,784,000 30,599,000
16　公有財産購入費 16,067,000 0

繰越明許費議決額　30,700,000円

令和７年度　行橋市一般会計繰越明許費繰越明細書

事　　業　　名
予　　　　算　　　　科　　　　目

予算計上額 翌年度繰越額
左　の　財　源　内　訳

款 項 目 節 一般財源

再編関連訓練移転等交付
金事業

土木費 道路橋りょう費 基地周辺道路新
設改良費

15



（単位：円）

既  収  入 未　収　入
特定財源 特定財源

8 4 1 15,406,000 4,861,000 0 0 4,861,000
1　報酬 307,000 57,000
3　職員手当等 213,000 52,000
（時間外勤務手当） (213,000) (52,000)
8　旅費 370,000 166,000
10　需用費 204,000 37,000
（消耗品費） (204,000) (37,000)
11　役務費 20,000 5,000
（通信運搬費） (20,000) (5,000)
12　委託料 14,292,000 4,544,000

繰越明許費議決額　4,885,000円

令和７年度　行橋市一般会計繰越明許費繰越明細書

事　　業　　名
予　　　　算　　　　科　　　　目

予算計上額 翌年度繰越額
左　の　財　源　内　訳

款 項 目 節 一般財源

立地適正化計画改定及び
用途地域変更事業

土木費 都市計画費 都市計画総務費

16



（単位：円）

既  収  入 未　収　入
特定財源 特定財源

10 2 3 52,504,000 33,679,000 0 30,047,000 3,632,000
8　旅費 89,000 30,000
10　需用費 154,000 154,000
（消耗品費） (154,000) (154,000)
14　工事請負費 52,261,000 33,495,000

繰越明許費議決額　33,679,000円

令和７年度　行橋市一般会計繰越明許費繰越明細書

事　　業　　名
予　　　　算　　　　科　　　　目

予算計上額 翌年度繰越額
左　の　財　源　内　訳

款 項 目 節 一般財源

小学校施設整備事業 教育費 小学校費 学校施設整備費

17



（単位：円）

既  収  入 未　収　入
特定財源 特定財源

10 2 3 129,964,000 101,259,000 0 73,582,000 27,677,000
3　職員手当等 100,000 100,000
（時間外勤務手当） (100,000) (100,000)
8　旅費 30,000 30,000
10　需用費 560,000 400,000
（消耗品費） (560,000) (400,000)
12　委託料 36,551,000 8,006,000
14　工事請負費 92,723,000 92,723,000

繰越明許費議決額　101,259,000円

令和７年度　行橋市一般会計繰越明許費繰越明細書

事　　業　　名
予　　　　算　　　　科　　　　目

予算計上額 翌年度繰越額
左　の　財　源　内　訳

款 項 目 節 一般財源

小学校空調整備事業 教育費 小学校費 学校施設整備費

18



（単位：円）

既  収  入 未　収　入
特定財源 特定財源

10 3 3 38,705,000 14,526,000 0 12,985,000 1,541,000
10　需用費 50,000 50,000
（消耗品費） (50,000) (50,000)
14　工事請負費 38,655,000 14,476,000

繰越明許費議決額　14,526,000円

令和７年度　行橋市一般会計繰越明許費繰越明細書

事　　業　　名
予　　　　算　　　　科　　　　目

予算計上額 翌年度繰越額
左　の　財　源　内　訳

款 項 目 節 一般財源

中学校施設整備事業 教育費 中学校費 学校施設整備費

19



（単位：円）

既  収  入 未　収　入
特定財源 特定財源

10 3 3 261,845,000 240,835,000 0 233,603,000 7,232,000
10　需用費 1,310,000 1,200,000
（消耗品費） (1,310,000) (1,200,000)
12　委託料 32,909,000 12,009,000
14　工事請負費 227,626,000 227,626,000

繰越明許費議決額　240,835,000円

令和７年度　行橋市一般会計繰越明許費繰越明細書

事　　業　　名
予　　　　算　　　　科　　　　目

予算計上額 翌年度繰越額
左　の　財　源　内　訳

款 項 目 節 一般財源

中学校空調整備事業 教育費 中学校費 学校施設整備費

20



（単位：円）

既  収  入 未　収　入
特定財源 特定財源

10 5 2 159,078,000 142,469,000 0 142,200,000 269,000
3　職員手当等 205,000 196,000
（時間外勤務手当） (205,000) (196,000)
14　工事請負費 158,873,000 142,273,000

繰越明許費議決額　159,070,000円

令和７年度　行橋市一般会計繰越明許費繰越明細書

事　　業　　名
予　　　　算　　　　科　　　　目

予算計上額 翌年度繰越額
左　の　財　源　内　訳

款 項 目 節 一般財源

行橋市武道館改修事業 教育費 保健体育費 体育施設費

21



（単位：円）

既  収  入 未　収　入
特定財源 特定財源

10 5 2 48,160,000 29,608,000 0 27,607,000 2,001,000
14　工事請負費 48,160,000 29,608,000

繰越明許費議決額　29,608,000円

令和７年度　行橋市一般会計繰越明許費繰越明細書

事　　業　　名
予　　　　算　　　　科　　　　目

予算計上額 翌年度繰越額
左　の　財　源　内　訳

款 項 目 節 一般財源

人工芝照明塔改修事業 教育費 保健体育費 体育施設費

22



（単位：円）

既  収  入 未　収　入
特定財源 特定財源

10 5 3 9,570,000 9,570,000 0 9,570,000 0
17　備品購入費 9,570,000 9,570,000

繰越明許費議決額　10,826,000円

配送車購入事業 教育費 保健体育費 学校給食費

令和７年度　行橋市一般会計繰越明許費繰越明細書

事　　業　　名
予　　　　算　　　　科　　　　目

予算計上額 翌年度繰越額
左　の　財　源　内　訳

款 項 目 節 一般財源

23



報告第１１号 

令和７年度行橋市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について 

令和７年度行橋市一般会計予算の事故繰越しに係る経費を別紙のとおり翌年度に繰

り越したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項の規

定により準用する同令第１４６条第２項の規定により報告する。 

令和８年６月２日提出 

行橋市長  工 藤 政 宏   

 



令和７年度　行橋市一般会計事故繰越し繰越計算書



(単位：円)

左 　の 　内 　訳 左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

款 項 事　　業　　名 支出負担 支出負担行 翌年度繰越額 既収入特 未　収　入　特　定　財　源 説　　　明

行 為 額 為予定額 定財源 国県支出金 地　方　債 そ　の　他

35,232,066 8,058,666 27,173,400 50,820 27,224,220 12,543,000 12,609,000 0 0 2,072,220

3,927,000 0 3,927,000 0 3,927,000 27,000 1,930,545 0 0 1,969,455

39,159,066 8,058,666 31,100,400 50,820 31,151,220 12,570,000 14,539,545 0 0 4,041,675

令和８年６月２日 提出

行橋市長　　工　藤　政　宏

1
農林水産施設
災害復旧費

農林施設災害
復旧事業

11
災害復旧費

令和７年度　　行橋市一般会計事故繰越し繰越計算書

合　　　　　　　　　計

一般財源支出済額 支出未済額

令和7年8月豪雨
により、水路法面
が崩壊したため
災害復旧事業に
より事業を実施す
るものの、不可視
により条件付き査
定となっていた箇
所について土砂
を撤去したとこ
ろ、水路が損傷し
ており、工事内容
が重要変更とな
ることから、国・県
との工法協議に
時間を要し、年度
内の事業完了が
見込めなくなった
ため。

10
教育費

2
小学校費

小学校空調整
備事業

令和8年4月の変
圧器の新基準施
行に伴う製造ライ
ンの混乱により、
変圧器の納期が
大幅に遅延する
こととなり、年度
内の実施が困難
となったため。



令和７年度 行橋市一般会計事故繰越し繰越明細書
（単位：円）

予　　　　　　算　　　　　　科　　　　　　　目 左　の　財　源　内　訳

支出負担 支出負担行為 翌年度繰越額

款 項 目 節 行為額　 予定額   　　 既　収 入 未　収　入 一般財源

特定財源 特定財源

10 2 3

35,232,066 8,058,666 27,173,400 50,820 27,224,220 12,543,000 12,609,000 2,072,220

8 旅費 28,480 28,480 0 50,820 50,820

10 需用費 120,186 120,186 0 0 0

（消耗品費） (120,186) (120,186) (0) 0 0

12 委託料 1,364,000 0 1,364,000 0 1,364,000

14 工事請負費 33,719,400 7,910,000 25,809,400 0 25,809,400

左　　の　　内　　訳

事　　　業　　　名

支出済額 支出未済額

小学校空調整備事業 教育費 小学校費 学校施設整備
費



令和７年度 行橋市一般会計事故繰越し繰越明細書
（単位：円）

予　　　　　　算　　　　　　科　　　　　　　目 左　の　財　源　内　訳

支出負担 支出負担行為 翌年度繰越額

款 項 目 節 行為額　 予定額   　　 既　収 入 未　収　入 一般財源

特定財源 特定財源

11 1 1

3,927,000 0 3,927,000 0 3,927,000 27,000 1,930,545 1,969,455

14 工事請負費 3,927,000 0 3,927,000 0 3,927,000

左　　の　　内　　訳

事　　　業　　　名

支出済額 支出未済額

農林施設災害復旧事
業

災害復旧費 農林水産施設
災害復旧費

農林施設災害
復旧費



報告第１２号 

令和７年度行橋市水道事業会計繰越の報告について 

令和７年度行橋市水道事業会計繰越に係る経費を別紙のとおり翌年度に繰り越した

ので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により報

告する。 

令和８年６月２日提出 

行橋市長  工 藤 政 宏   

 



行橋市水道事業会計予算繰越計算書

令和７年度



地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

国庫補助金 企業債
当 年 度
損益勘定
留保資金

円 円 円 円 円 円 円 円

199,450,000 187,475,000 11,975,000 0 0 11,975,000 0 0

円 円 円 円 円 円 円 円

130,840,000 121,129,000 9,711,000 0 0 9,711,000 0 0

円 円 円 円 円 円 円 円

107,575,000 100,367,000 7,208,000 0 0 7,208,000 0 0

円 円 円 円 円 円 円 円

56,020,000 42,020,000 14,000,000 2,392,000 7,176,000 4,432,000 0 0

円 円 円 円 円 円 円 円

50,615,000 32,115,000 18,500,000 2,553,000 5,100,000 10,847,000 0 0

円 円 円 円 円 円 円 円

108,320,000 79,408,000 28,912,000 3,602,000 14,408,000 10,902,000 0 0

円 円 円 円 円 円 円 円

652,820,000 562,514,000 90,306,000 8,547,000 26,684,000 55,075,000 0 0

令和８年６月２日　提出

行橋市長　　工　藤　政　宏

令和７年度 行橋市水道事業会計予算繰越計算書

款 項 事業名
予　算
計上額

支払義務
発生額

翌年度
繰越額

左の財源内訳

不用額

翌年度繰越額
に係る繰越を
要するたな卸
資産の購入限
度額

説　　明

１資本的
　支　出

１建　設
　改良費

配水設備費
（配水管布設替工事）

（前田ヶ丘）
12月に補助金交付決定
を受け、年度内完了が
困難となったため

老朽管更新事業

（西泉五丁目）
地元調整に時間を要
し、工程が遅延したた
め

配水設備費
（その他工事）

合  計

（浄水場関連工事）
入札が二度不調とな
り、年度内完了が困難
となったため

第５次拡張事業

（南泉二丁目）
他工事との調整により
工程が遅延したため

水道管路緊急改善事業

（中央三丁目）
12月に補助金交付決定
を受け、年度内完了が
困難となったため

重要給水施設配水管事業

（今井）
12月に補助金交付決定
を受け、年度内完了が
困難となったため



報告第１３号 

令和７年度行橋市下水道事業会計繰越の報告について 

令和７年度行橋市下水道事業会計繰越に係る経費を別紙のとおり翌年度に繰り越し

たので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により

報告する。 

令和８年６月２日提出 

行橋市長  工 藤 政 宏   

 



令和７年度

行橋市下水道事業会計予算繰越計算書



令和７年度 行橋市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

国庫補助金 企業債
損益勘定
留保資金

１ １ 円 円 円 円 円 円 円 円

資本的
支　出

建　設
改良費

汚水管路
建設改良事業

304,321,000 230,321,000 15,000,000 0 10,600,000 4,400,000 59,000,000 0

処理場
建設改良事業

81,800,000 11,800,000 28,000,000 12,825,000 10,400,000 4,775,000 42,000,000 0

386,121,000 242,121,000 43,000,000 12,825,000 21,000,000 9,175,000 101,000,000 0

令和８年６月２日 提出

行橋市長 　工　藤　政　宏

合計

事業名
予　算
計上額

不用額款 項
支払義務
発 生 額

翌年度
繰越額

翌年度繰越
額に係る繰
越を要する
たな卸資産
の購入限度
額

説　　明

左の財源内訳

地元との調整

資材の入手難



議案第４０号 

行橋市環境衛生保全基金条例の制定について 

行橋市環境衛生保全基金条例を別案のとおり制定する。 

令和８年６月２日提出 

行橋市長  工 藤 政 宏 

 

 



行橋市環境衛生保全基金条例（案） 

（目的） 

第１条 行橋市における環境衛生の保全のため、行橋市環境衛生保全基金（以下「基

金」という。）を設置する。 

（積立額） 

第２条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算に定めるところに

よる。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ

り保管しなければならない。 

 （運用収益の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編

入するものとする。 

 （処分） 

第５条 基金は、環境衛生の保全に資する事業の財源に充てる場合に限り、その全部

又は一部を処分することができる。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



議案第４１号 

行橋市男女共同参画を推進する条例の一部を改正する条例の制定について 

行橋市男女共同参画を推進する条例の一部を改正する条例を別案のとおり制定する。 

令和８年６月２日提出 

行橋市長  工 藤 政 宏 



   行橋市男女共同参画を推進する条例の一部を改正する条例（案） 

 行橋市男女共同参画を推進する条例（平成１５年行橋市条例第１５号）の一部を次

のように改正する。 

 第２８条第８項ただし書を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和８年７月１日から施行する。 

  



議案第４２号 

行橋市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について 

行橋市体育施設条例の一部を改正する条例を別案のとおり制定する。 

令和８年６月２日提出 

行橋市長  工 藤 政 宏 



行橋市体育施設条例の一部を改正する条例（案） 

 行橋市体育施設条例（平成１７年行橋市条例第３３号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１０条中「次の各号で」を「次に」に、「利用料金」を「利用料金（冷房利用料

金及び暖房利用料金を除く。）」に改める。 

 別表４を次のように改める。 

別表４（第９条関係） 

 行橋市武道場利用料金表 

（単位：円） 

利用区分 利用単位 ９時から１７時まで １７時から２２時まで 

競
技
場 

全面利用 

１時間 

６６０ ９９０ 

１／３面利用 ２２０ ３３０ 

１／６面利用 １１０ １７０ 

冷房利用料金 １時間１台 １４０ 

暖房利用料金 １時間１台 １１０ 

 備考 

  ⑴ 市外居住者が競技場を利用する場合の利用料金は、この表に定める額の１０

割に相当する額を加算した額とする。 

  ⑵ 利用時間が１時間に満たない場合であっても、当該時間については、１時間

とみなす。 

   附 則 

この条例は、令和８年１０月１日から施行する。 

 

 



議案第４３号 

行橋市集会所条例の一部を改正する条例の制定について 

行橋市集会所条例の一部を改正する条例を別案のとおり制定する。 

令和８年６月２日提出 

行橋市長  工 藤 政 宏 

 



   行橋市集会所条例の一部を改正する条例（案） 

 行橋市集会所条例（昭和６３年行橋市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

 別表鳥井原集会所の項、西寺畔集会所の項及び下検地集会所の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



議案第４４号 

行橋市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例の一部を改正する条例の制 

定について 

行橋市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例の一部を改正する条例を別案のとおり

制定する。 

令和８年６月２日提出 

行橋市長  工 藤 政 宏 



   行橋市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 行橋市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例（平成１１年行橋市条例第２号）の一

部を次のように改正する。 

 第１章の前に次の目次を付する。 

目次 

第１章 総則（第１条―第１２条） 

第２章 一般廃棄物の減量及び処理（第１３条―第２０条） 

第３章 手数料等（第２１条―第２４条） 

第４章 雑則（第２５条） 

第５章 罰則（第２６条・第２７条） 

附則 

第１４条第４項中「第１項及び第２項」を「第１項及び前項」に、「海洋汚染及

び海上災害の防止に関する法律」を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」

に改める。 

第２４条を削る。 

第２３条第１項中「第１５条」を「第１６条」に改め、同条第２項中「第２０条

第２項」を「第２１条第２項」に、「第２１条」を「第２２条」に改め、同条を第２

４条とする。 

第２２条を第２３条とし、第２１条を第２２条とし、第２０条を第２１条とする。 

第２章中第１９条を第２０条とし、第１５条から第１８条までを１条ずつ繰り下

げ、第１４条の次に次の１条を加える。 

（一般廃棄物の持ち去り禁止） 

第１５条 第１０条に規定するごみステーションに排出された一般廃棄物のうち、行

橋市一般廃棄物の持ち去り行為禁止に係る指導等実施要綱に定めたものについて、

市長の指定する者以外の者がこれを収集し、又は運搬してはならない。 

２ 市長は、前項の規定に違反して収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を



行わないよう命ずることができる。 

本則に次の２章を加える。 

  第４章 雑則 

 （委任） 

第２５条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

第５章 罰則 

（罰則） 

第２６条 第１５条第２項の規定による命令に違反した者は、２０万円以下の罰金に

処する。 

（両罰規定） 

第２７条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、そ

の法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その違反行為を行っ

た者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。 

別表第１中「第２０条関係」を「第２１条関係」に改める。 

別表第２中「第２２条関係」を「第２３条関係」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年１０月１日から施行する。 

 （行橋市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例の臨時特例を定める条例の一部改

正） 

第２条 行橋市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例の臨時特例を定める条例（令和

６年行橋市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「第２０条第１項」を「第２１条第１項」に改める。 



議案第４５号 

   高機能消防指令システムの取得について 

 次のとおり高機能消防指令システムを取得することについて、行橋市議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年行橋市条例第３号）

第３条の規定により、議会の議決を求める。 

  令和８年６月２日提出 

行橋市長  工 藤 政 宏   

記 

１ 財産の表示 

⑴  品名  高機能消防指令システム 

⑵  数量  一式 

２ 取得価格  １４０，８００，０００円 

３ 契約の方法  随意契約 

４ 契約の相手方  福岡県福岡市中央区天神一丁目１０番２０号 

          ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 九州支店 

          支店長  中牟田 哲 治 

５ 納入期限  令和９年２月２８日 

６ 納入場所  行橋市消防本部（署） 

 



議案第４６号 

   令和８年度行橋市一般会計補正予算について 

 令和８年度行橋市一般会計補正予算は、別案のとおりとする。 

  令和８年６月２日提出 

行橋市長  工 藤 政 宏 

 

 



令和８年度 行橋市一般会計補正予算 （第２次）（案）



令和８年度 行橋市一般会計補正予算 （第２次）（案）

   令和８年度行橋市の一般会計補正予算（第２次）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　 既定の歳入歳出予算の総額３１，６２０，０３９千円に歳入歳出それぞれ２，２５０，１０７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

　 れ３３，８７０，１４６千円とする。

２　 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 「第１表　歳入歳出予算補正」 による。

　（繰越明許費）

第２条　 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、 「第２表　繰越明許費」 による。 

　（債務負担行為の補正）

第３条　 既定の債務負担行為の追加は、 「第３表　債務負担行為補正」 による。 

　（地方債の補正）

第４条　 既定の地方債の追加及び変更は、 「第４表　地方債補正」 による。 

令和８年６月２日　提出

行橋市長　　工　藤　　政　宏

1



第１表　歳入歳出予算補正

     （歳        入） (単位：千円)

款 項

14 分担金及び負担金 289,116 10,290 299,406

 1 負担金 289,116 10,290 299,406

16 国庫支出金 7,773,904 862,903 8,636,807

 1 国庫負担金 6,970,849 149,041 7,119,890

 2 国庫補助金 786,812 713,862 1,500,674

17 県支出金 3,366,212 114,288 3,480,500

 1 県負担金 2,298,715 6,868 2,305,583

 2 県補助金 891,193 111,645 1,002,838

 3 県委託金 176,304 △4,225 172,079

20 繰入金 1,171,702 646,383 1,818,085

 2 基金繰入金 1,104,352 646,383 1,750,735

22 諸収入 332,663 13,543 346,206

 5 雑入 220,436 13,543 233,979

23 市債 66,400 602,700 669,100

 1 市債 66,400 602,700 669,100

31,620,039 2,250,107 33,870,146

既 定 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

2



     （歳        出） (単位：千円)

款 項

 2 総務費 3,465,146 111,276 3,576,422

 1 総務管理費 2,780,725 110,418 2,891,143

 2 徴税費 316,819 858 317,677

 3 民生費 16,462,172 319,055 16,781,227

 1 社会福祉費 4,368,712 11,280 4,379,992

 2 児童福祉費 6,867,600 87,088 6,954,688

 3 生活保護費 2,802,248 205,873 3,008,121

 4 老人福祉費 2,414,762 14,814 2,429,576

 4 衛生費 2,383,750 91,861 2,475,611

 1 保健衛生費 555,680 17,123 572,803

 2 清掃費 1,828,070 74,738 1,902,808

 5 労働費 23,373 135,663 159,036

 1 労働諸費 23,373 135,663 159,036

 6 農林水産業費 526,432 197,426 723,858

 1 農業費 463,074 151,234 614,308

 2 林業費 19,157 2,133 21,290

 3 水産業費 44,201 44,059 88,260

 7 商工費 206,828 27,433 234,261

 1 商工費 206,828 27,433 234,261

 8 土木費 681,683 984,788 1,666,471

 2 道路橋りょう費 199,047 279,389 478,436

 3 河川費 3,104 162,891 165,995

 4 都市計画費 203,397 507,158 710,555

 5 住宅費 191,295 35,350 226,645

 9 消防費 990,330 16,893 1,007,223

 1 消防費 990,330 16,893 1,007,223

既 定 額 補 正 額 計

3



(単位：千円)

款 項

10 教育費 2,884,846 364,508 3,249,354

 1 教育総務費 509,445 6,015 515,460

 2 小学校費 363,299 45,451 408,750

 3 中学校費 240,704 49,995 290,699

 4 社会教育費 788,106 121,881 909,987

 5 保健体育費 983,292 141,166 1,124,458

13 諸支出金 1,671,381 1,204 1,672,585

 1 繰出金 1,633,281 1,204 1,634,485

31,620,039 2,250,107 33,870,146歳 出 合 計

既 定 額 補 正 額 計

4



10 5

教育費 保健体育費 防災食育センター蒸気発生装置更新事業 82,874

(単位：千円)

款 項 事　　　　　　業　　　　　　名 金　　　　額

　第２表　　　繰　越　明　許　費
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１ 追　　　加

事　　　　　　　　項 期 間

令和９年度貸付行橋市条件付返還免除型奨学金
令和９年度以降行橋市条件付返還免除型奨学
金条例第６条に定める期間の満了まで

月額20,000円に各奨学生（２５名以内）の正
規修業期間月数を乗じて得られた額の総額

じん芥収集車購入 令和９年度 33,426

市営住宅長寿命化改修事業 令和９年度 23,958

(単位：千円)

第３表　　債　務　負　担　行　為　補　正

限　　度　　額
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1 追　　　加

限 度 額

(以  内)

6 防災施設整備事業債 1,700

7 デジタル活用推進事業債 2,600

8 廃棄物処理施設整備事業債 3,900

9 清掃事業所施設整備事業債 2,900

10 漁港施設整備事業債 15,800

11 道路整備事業債 104,800

12 河川整備事業債 53,000

13 都市下水施設整備事業債 159,300

14 都市公園整備事業債 20,600

15 公営住宅整備事業債 4,100

16 駅周辺整備事業債 3,300

17 社会教育施設整備事業債 4,300

18 学校給食施設整備事業債 82,800

19 就労者総合福祉施設整備事業債 135,400

　証書借入又は証券発行の方法によ
り、政府、銀行、その他から起債する。
　起債時期は、令和８年度とする。
　ただし、 工事その他の都合により、起
債額の全部又は一部を令和９年度以
降に繰越すことができる。

　年４.０%以内とする。
　ただし、利率見直し方式で借り入れる
政府資金及び地方公共団体金融機構資
金について、利率の見直しを行った後に
おいては、当該見直し後の利率とする。

　償還期限は、据置期間を含め ４０年度間以内に元金均等償還、
元利均等償還又は融通先の融通条件とする。
　ただし、融通条件又は財政の都合により繰上償還をなし、償還年
限を短縮し、又は低利息に借換することができる。
　この市債にかわる短期債は、適宜期限を定め、その期限内にこの
起債の収入金をもって償還する。
　償還財源は、一般財源又は、その他の特定財源をもってこれにあ
てる。

第４表　　地 方 債 補 正

(単位：千円)

起　債　の　目　的 起 債 の 方 法
利　率
(以 内)

償 還 の 方 法

7



2 変　　　更 (単位：千円)
補　　　　　　　　　　正　　　　　　　　　　前 補　　　　　　　　　　正　　　　　　　　　　後

起　債　の　目　的 限 度 額 起 債 の 方 法 利　率 償 還 の 方 法 限 度 額 起 債 の 方 法 利　率 償 還 の 方 法

(以  内) (以 内) (以  内) (以 内)

3 土地改良施設整備事業債 25,500 43,200

4 農村環境整備事業債 13,800 25,800

5 消防施設整備事業債 15,300 23,300

　年４.０%以内とす
る。
　ただし、利率見
直し方式で借り入
れる政府資金及
び地方公共団体
金融機構資金に
ついて、利率の見
直しを行った後に
おいては、当該見
直し後の利率とす
る。

　償還期限は、据置期間
を含め ４０年度間以内に
元金均等償還、元利均
等償還又は融通先の融
通条件とする。
　ただし、融通条件又は
財政の都合により繰上償
還をなし、償還年限を短
縮し、又は低利息に借換
することができる。
　この市債にかわる短期
債は、適宜期限を定め、
その期限内にこの起債の
収入金をもって償還す
る。
　償還財源は、一般財源
又は、その他の特定財源
をもってこれにあてる。

　証書借入又は証
券発行の方法に
より、政府、銀行、
その他から起債す
る。
　起債時期は、令
和８年度とする。
　ただし、 工事そ
の他の都合によ
り、起債額の全部
又は一部を令和９
年度以降に繰越
すことができる。

　年４.０%以内とす
る。
　ただし、利率見
直し方式で借り入
れる政府資金及
び地方公共団体
金融機構資金に
ついて、利率の見
直しを行った後に
おいては、当該見
直し後の利率とす
る。

　償還期限は、据置期間
を含め ４０年度間以内に
元金均等償還、元利均
等償還又は融通先の融
通条件とする。
　ただし、融通条件又は
財政の都合により繰上償
還をなし、償還年限を短
縮し、又は低利息に借換
することができる。
　この市債にかわる短期
債は、適宜期限を定め、
その期限内にこの起債の
収入金をもって償還す
る。
　償還財源は、一般財源
又は、その他の特定財源
をもってこれにあてる。

　証書借入又は証
券発行の方法に
より、政府、銀行、
その他から起債す
る。
　起債時期は、令
和８年度とする。
　ただし、 工事そ
の他の都合によ
り、起債額の全部
又は一部を令和９
年度以降に繰越
すことができる。
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予　算　に　関　す　る　説　明　書



１．総括　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書

（歳　入） (単位：千円)

款

14 分担金及び負担金 289,116 10,290 299,406

16 国庫支出金 7,773,904 862,903 8,636,807

17 県支出金 3,366,212 114,288 3,480,500

20 繰入金 1,171,702 646,383 1,818,085

22 諸収入 332,663 13,543 346,206

23 市債 66,400 602,700 669,100

31,620,039 2,250,107 33,870,146

既 定 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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１．総括

（歳　出） (単位：千円)

款

 2 総務費 3,465,146 111,276 3,576,422 35,236 4,000 21,967 50,073

 3 民生費 16,462,172 319,055 16,781,227 222,582 0 0 96,473

 4 衛生費 2,383,750 91,861 2,475,611 43,511 6,100 11,690 30,560

 5 労働費 23,373 135,663 159,036 0 133,900 0 1,763

 6 農林水産業費 526,432 197,426 723,858 93,603 45,300 10,645 47,878

 7 商工費 206,828 27,433 234,261 14,058 0 12,197 1,178

 8 土木費 681,683 984,788 1,666,471 432,538 318,800 111,658 121,792

 9 消防費 990,330 16,893 1,007,223 740 8,000 2,282 5,871

10 教育費 2,884,846 364,508 3,249,354 134,923 86,600 51,894 91,091

13 諸支出金 1,671,381 1,204 1,672,585 0 0 0 1,204

31,620,039 2,250,107 33,870,146 977,191 602,700 222,333 447,883歳 出 合 計

既 定 額 補 正 額 計

補 正 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
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２．歳入
（款）14 分担金及び負担金

（項） 1 負担金 （単位 ： 千円）

節   

目

 2 農林水産業費負担金 0 7,800 7,800  1 農業費負担金 7,800 水道広域連携関連工事負担金

 4 衛生費負担金 81,186 2,490 83,676  1 清掃費負担金 2,490 し尿広域処理負担金 978

し尿広域処理工事等負担金 1,512

計 289,116 10,290 299,406

（款）16 国庫支出金

（項） 1 国庫負担金 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 民生費国庫負担金 6,970,849 149,041 7,119,890  3 生活保護費負 149,041 生活保護費負担金（最高裁分）

担金

計 6,970,849 149,041 7,119,890

（款）16 国庫支出金

（項） 2 国庫補助金 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 総務費国庫補助金 277,594 35,236 312,830  1 総務費補助金 35,236 特定防衛施設周辺整備調整交付金 13,000

再編交付金 19,300

新しい地方経済・生活環境創生交付金 1,412

デジタル基盤改革支援補助金 1,524

既 定 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

既 定 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

既 定 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明
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（款）16 国庫支出金

（項） 2 国庫補助金 （単位 ： 千円）

節   

目

 2 民生費国庫補助金 364,074 44,728 408,802  1 社会福祉費補 1,700 地域診療情報連携推進費補助金

助金

 2 生活保護費補 7,146 保護費等の追加給付事務補助金

助金

 3 児童福祉費補 22,099 特定防衛施設周辺整備調整交付金 1,200

助金 就学前教育・保育施設整備交付金 18,087

地域診療情報連携推進費補助金 1,045

子ども・子育て支援交付金 187

子ども・子育て支援施設整備交付金 1,580

 4 老人福祉費補 13,783 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金

助金

 3 衛生費国庫補助金 32,502 43,425 75,927  1 保健衛生費補 43,425 特定防衛施設周辺整備調整交付金

助金

 4 農林水産業費国庫補 3,437 18,087 21,524  1 農業費補助金 6,337 特定防衛施設周辺整備調整交付金 5,940

助金 再編交付金 397

 2 水産業費補助 11,750 再編関連訓練移転等交付金 4,500

金 特定防衛施設周辺整備調整交付金 7,250

 5 商工費国庫補助金 0 2,880 2,880  1 商工費補助金 2,880 特定防衛施設周辺整備調整交付金

 6 土木費国庫補助金 16,205 431,278 447,483  1 道路費補助金 102,724 再編交付金 48,654

社会資本整備総合交付金 25,470

道路交通安全施設等整備事業費補助（通学路緊急対策）

28,600

 3 都市公園費補 33,800 社会資本整備総合交付金 24,300

助金 特定防衛施設周辺整備調整交付金 9,500

既 定 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明
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（款）16 国庫支出金

（項） 2 国庫補助金 （単位 ： 千円）

節   

目

 5 住宅費補助金 9,004 社会資本整備総合交付金

 6 都市下水路費 159,350 防災・安全社会資本整備交付金 25,200

補助金 浸水対策下水道事業交付金 134,150

 7 河川費補助金 96,900 再編関連訓練移転等交付金

 8 都市再生整備 29,500 特定防衛施設周辺整備調整交付金

費補助金

 7 消防費国庫補助金 0 740 740  1 消防費補助金 740 特定防衛施設周辺整備調整交付金

 8 教育費国庫補助金 93,000 137,488 230,488  1 小学校費補助 11,694 再編関連訓練移転等交付金

金

 2 中学校費補助 21,786 再編交付金 15,098

金 特定防衛施設周辺整備調整交付金 6,688

 4 社会教育費補 104,008 特定防衛施設周辺整備調整交付金 48,500

助金 史跡等購入費補助金 37,578

社会資本整備総合交付金 2,000

再編関連訓練移転等交付金 15,600

新しい地方経済・生活環境創生交付金 330

計 786,812 713,862 1,500,674

既 定 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明
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（款）17 県支出金

（項） 1 県負担金 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 民生費県負担金 2,282,855 6,868 2,289,723  6 保険基盤安定 6,868 後期高齢者保険基盤安定負担金

負担金

計 2,298,715 6,868 2,305,583

（款）17 県支出金

（項） 2 県補助金 （単位 ： 千円）

節   

目

 2 民生費県補助金 530,478 21,945 552,423  2 児童福祉費補 21,945 保育所等給食支援費補助金 20,178

助金 放課後児童クラブ室施設整備費補助金 1,580

福岡県子育て短期支援事業費補助金 187

 3 衛生費県補助金 33,083 86 33,169  1 保健衛生費補 86 地域における運動習慣定着促進事業費補助金

助金

 4 農林水産業費県補助 80,346 75,516 155,862  1 農業費補助金 61,360 環境保全型農業直接支払交付金 548

金 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 2,630

農地耕作条件改善事業費補助金 6,000

多面的機能支払交付金 21,501

麦類生産技術向上事業補助金 4,045

活力ある高収益型園芸産地育成事業補助金 1,168

中山間地域等直接支払交付金 8,734

水田農業担い手機械導入支援事業補助金 6,734

農村環境整備事業補助金 10,000

既 定 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

既 定 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明
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（款）17 県支出金

（項） 2 県補助金 （単位 ： 千円）

節   

目

 3 水産業費補助 13,216 漁港等施設改修事業費補助金

金

 4 畜産業費補助 940 ふくおかの畜産競争力強化対策事業費補助金

金

 5 商工費県補助金 1,782 11,178 12,960  3 商工業振興費 11,178 福岡県宿泊税交付金

補助金

 6 土木費県補助金 3,741 1,260 5,001  3 都市計画費補 1,260 美しいまちづくり推進費補助金

助金

 8 教育費県補助金 229,671 1,660 231,331  6 教育総務費補 1,660 教育支援体制整備事業費補助金 1,040

助金 ふくおか学力アップ推進事業補助金（学力推進拠点校）

340

ふくおか学力向上推進事業等補助金 280

計 891,193 111,645 1,002,838

（款）17 県支出金

（項） 3 県委託金 （単位 ： 千円）

節   

目

 6 教育費県委託金 33,809 △ 4,225 29,584  1 社会教育費委 △ 4,225 埋蔵文化財発掘調査委託金

託金

計 176,304 △ 4,225 172,079

既 定 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

既 定 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明
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（款）20 繰入金

（項） 2 基金繰入金 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 基金繰入金 1,104,352 646,383 1,750,735  1 基金繰入金 646,383 財政調整基金 447,883

自転車駐車場整備費基金 2,158

公共施設等整備保全基金 168,500

ふるさと納税基金 11,176

森林環境整備基金 2,133

観光振興基金 14,533

計 1,104,352 646,383 1,750,735

（款）22 諸収入

（項） 5 雑入 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 雑入 220,436 13,543 233,979  1 諸雑入 13,543 日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金

3,824

コミュニティ助成事業助成金 2,500

救急支弁金 2,282

農地耕作条件改善事業費地元負担金 712

埋蔵文化財発掘調査負担金 4,225

計 220,436 13,543 233,979

既 定 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

既 定 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明
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（款）23 市債

（項） 1 市債 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 総務債 8,300 4,000 12,300  3 防災施設整備 1,700 防災施設整備事業債

事業債

 7 デジタル活用 2,300 デジタル活用推進事業債

推進事業債

 3 衛生債 0 6,100 6,100  1 廃棄物処理施 3,500 音無苑整備事業債

設整備事業債

 3 清掃事業所施 2,600 清掃事業所施設整備事業債

設整備事業債

 4 農林水産業債 39,300 45,300 84,600  1 土地改良施設 17,500 県営ほ場整備事業債 1,400

整備事業債 緊急自然災害防止対策事業債 16,100

 2 漁港施設整備 15,800 漁港施設整備事業債

事業債

 5 農村環境整備 12,000 ため池整備事業債

事業債

 5 土木債 0 318,800 318,800  1 道路整備事業 95,200 道路整備事業債 41,600

債 公共施設等適性管理推進事業債 53,600

 3 河川整備事業 53,000 河川整備事業債

債

 5 都市下水施設 144,800 都市下水施設整備事業債

整備事業債

 6 都市公園整備 18,700 都市公園整備事業債

事業債

 8 公営住宅整備 4,100 公営住宅整備事業債

事業債

既 定 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明
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（款）23 市債

（項） 1 市債 （単位 ： 千円）

節   

目

11 駅周辺整備事 3,000 駅周辺整備事業債

業債

 6 消防債 15,300 8,000 23,300  1 消防施設整備 8,000 消防施設整備事業債

事業債

 7 教育債 0 86,600 86,600  3 社会教育施設 3,800 文化財保存整備事業債

整備事業債

 4 学校給食施設 82,800 学校給食施設整備事業債

整備事業債

13 労働債 0 133,900 133,900  1 就労者総合福 133,900 就労者総合福祉施設整備事業債

祉施設整備事

業債

計 66,400 602,700 669,100

既 定 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明
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３．歳出
（款） 2 総務費

（項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円）

節       

目

 2 文書広報費 60,316 3,471 63,787 1,412 0 1,698 361 12 委託料 2,750 行橋市魅力発信ＰＲ業務委託料

17 備品購入 721 パソコン 637

費 撮影用備品 84

 3 財産管理費 200,954 48,200 249,154 14,300 0 19,000 14,900  3 職員手当 1,044 時間外勤務手当

等

 8 旅費 73 普通旅費

12 委託料 24,398 設計等委託料

14 工事請負 20,375 防犯灯設置工事 14,600

費 防水改修工事 5,775

17 備品購入 2,310 プリンター

費

 5 企画費 484,607 18,483 503,090 0 0 1,269 17,214  3 職員手当 269 時間外勤務手当

等

12 委託料 906 職員研修委託料

18 負担金、 17,308 路線バス対策補助金 16,308

補助及び 視察費用助成金 1,000

交付金

13 地域情報通 120,150 7,986 128,136 0 2,300 0 5,686 12 委託料 2,574 行橋市公式ホームページ保守・運用委託

信費 料

13 使用料及 2,827 システム使用料

び賃借料

18 負担金、 2,585 行橋駅周辺防犯カメラ設置助成金

補助及び

交付金

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（款） 2 総務費

（項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円）

節       

目

16 防災諸費 19,115 32,278 51,393 19,524 1,700 0 11,054 10 需用費 12,794 消耗品費 3,740

印刷製本費 9,054

12 委託料 14,669 計画策定委託料 13,145

標準化対応委託料 1,524

13 使用料及 424 システム使用料 154

び賃借料 施設使用料 270

14 工事請負 4,391 防災行政無線整備工事 2,675

費 防災倉庫新設工事 1,716

計 2,780,725 110,418 2,891,143 35,236 4,000 21,967 49,215

（款） 2 総務費

（項） 2 徴税費 （単位 ： 千円）

節       

目

 2 賦課徴収費 57,848 858 58,706 0 0 0 858 12 委託料 858 システム改修委託料

計 316,819 858 317,677 0 0 0 858

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（款） 3 民生費

（項） 1 社会福祉費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 社会福祉総 380,310 6,578 386,888 0 0 0 6,578 12 委託料 660 アスベスト調査委託料

務費 14 工事請負 5,918 集会所解体工事費

費

 2 障害者福祉 3,958,207 4,702 3,962,909 1,700 0 0 3,002  3 職員手当 60 時間外勤務手当

費 等

10 需用費 54 消耗品費

12 委託料 3,288 システム改修委託料

18 負担金、 1,300 行橋市身体障害者福祉協会助成金

補助及び

交付金

計 4,368,712 11,280 4,379,992 1,700 0 0 9,580

（款） 3 民生費

（項） 2 児童福祉費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 児童福祉総 1,082,090 59,396 1,141,486 25,583 0 0 33,813  1 報酬 4,238 会計年度任用職員報酬

務費  3 職員手当 564 時間外勤務手当 34

等 パートタイム会計年度任用職員期末手当

308

パートタイム会計年度任用職員勤勉手当

222

 4 共済費 317 労働災害保険料 15

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（款） 3 民生費

（項） 2 児童福祉費 （単位 ： 千円）

節       

目

会計年度任用職員共済費 302

 8 旅費 44 普通旅費

10 需用費 45 消耗品費

12 委託料 4,467 システム改修委託料 2,011

遊具点検委託料 2,456

14 工事請負 9,365 維持補修工事 3,700

費 改修工事 924

空調設備更新工事 4,741

18 負担金、 40,356 保育所等給食支援事業補助金

補助及び

交付金

 4 児童福祉施 0 27,131 27,131 18,087 0 0 9,044 18 負担金、 27,131 老朽園舎建替工事等補助金

設費 補助及び

交付金

 5 子育て支援 491,674 561 492,235 374 0 0 187  8 旅費 9 普通旅費

費 10 需用費 30 消耗品費

11 役務費 33 通信運搬費

12 委託料 489 子育て短期支援事業委託料

計 6,867,600 87,088 6,954,688 44,044 0 0 43,044

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（款） 3 民生費

（項） 3 生活保護費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 生活保護総 208,140 7,151 215,291 7,146 0 0 5  1 報酬 2,966 会計年度任用職員報酬

務費  3 職員手当 534 時間外勤務手当 157

等 パートタイム会計年度任用職員期末手当

219

パートタイム会計年度任用職員勤勉手当

158

 4 共済費 207 会計年度任用職員共済費

10 需用費 176 消耗品費 130

印刷製本費 46

11 役務費 330 通信運搬費

12 委託料 1,832 システム改修委託料

17 備品購入 1,106 パソコン 770

費 プリンター 336

 2 扶助費 2,594,108 198,722 2,792,830 149,041 0 0 49,681 19 扶助費 198,722 生活扶助費

計 2,802,248 205,873 3,008,121 156,187 0 0 49,686

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（款） 3 民生費

（項） 4 老人福祉費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 老人福祉費 2,409,391 14,814 2,424,205 20,651 0 0 △5,837 18 負担金、 5,657 地域介護・福祉空間整備等補助金

補助及び 13,783

交付金 後期高齢者医療療養給付費負担金

△8,126

27 繰出金 9,157 後期高齢者保険基盤安定繰出金

計 2,414,762 14,814 2,429,576 20,651 0 0 △5,837

（款） 4 衛生費

（項） 1 保健衛生費 （単位 ： 千円）

節       

目

 2 保健指導費 176,708 482 177,190 86 0 0 396  1 報酬 44 会計年度任用職員報酬

 3 職員手当 103 時間外勤務手当

等

 7 報償費 197 講師謝礼 80

アプリを用いた運動促進 117

10 需用費 137 消耗品費

11 役務費 1 通信運搬費

 4 環境衛生費 146,118 5,937 152,055 0 0 5,000 937 14 工事請負 5,838 火葬場施設整備工事

費

17 備品購入 99 草刈機等

費

 5 環境対策費 7,873 10,704 18,577 0 0 4,200 6,504 12 委託料 6,504 環境基本計画策定委託料

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（款） 4 衛生費

（項） 1 保健衛生費 （単位 ： 千円）

節       

目

18 負担金、 4,200 次世代自動車購入補助金

補助及び

交付金

計 555,680 17,123 572,803 86 0 9,200 7,837

（款） 4 衛生費

（項） 2 清掃費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 清掃総務費 991,928 64,360 1,056,288 43,425 2,600 0 18,335 11 役務費 148 手数料

12 委託料 17,342 地質調査、測量、設計委託料

14 工事請負 3,445 工作物設置工事 453

費 環境課事業所維持補修工事 2,992

24 積立金 43,425 環境衛生保全基金積立金

 4 し尿処理施 335,844 10,378 346,222 0 3,500 2,490 4,388 11 役務費 500 手数料

設費 12 委託料 3,575 音無苑周辺環境検査委託料

14 工事請負 6,303 屋上防水工事

費

計 1,828,070 74,738 1,902,808 43,425 6,100 2,490 22,723

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（款） 5 労働費

（項） 1 労働諸費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 労働福祉費 23,373 135,663 159,036 0 133,900 0 1,763 14 工事請負 135,663 空調設備改修工事

費

計 23,373 135,663 159,036 0 133,900 0 1,763

（款） 6 農林水産業費

（項） 1 農業費 （単位 ： 千円）

節       

目

 3 農業振興費 27,084 61,571 88,655 42,730 0 0 18,841  3 職員手当 309 時間外勤務手当

等

 8 旅費 103 普通旅費

10 需用費 492 消耗品費 391

燃料費 101

11 役務費 29 通信運搬費

14 工事請負 2,838 解体工事

費

18 負担金、 57,800 環境保全型農業直接支払交付金 640

補助及び 活力ある高収益型園芸産地育成事業補助

交付金 金 1,752

農業振興補助金 4,045

中山間地域等直接支払交付金 12,833

水田農業担い手機械導入支援事業補助金

10,102

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（款） 6 農林水産業費

（項） 1 農業費 （単位 ： 千円）

節       

目

森林・山村多面的機能発揮対策交付金

21

多面的機能支払交付金 28,407

 4 畜産業費 1,624 1,410 3,034 940 0 0 470 18 負担金、 1,410 ふくおかの畜産競争力強化対策事業費補

補助及び 助金

交付金

 5 農地費 170,575 63,861 234,436 18,967 28,100 7,800 8,994  3 職員手当 400 時間外勤務手当

等

 8 旅費 118 普通旅費

10 需用費 635 消耗品費 560

燃料費 70

印刷製本費 5

11 役務費 20 通信運搬費

12 委託料 4,890 測量、設計委託料 2,000

図面等作成委託料 2,890

14 工事請負 54,830 特定防衛施設周辺整備工事 4,130

費 一般農業用施設工事 50,700

16 公有財産 2,523 用地

購入費

17 備品購入 410 草刈機等

費

18 負担金、 35 福岡県土地改良事業団体連合会負担金

補助及び

交付金

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（款） 6 農林水産業費

（項） 1 農業費 （単位 ： 千円）

節       

目

 7 土地改良費 113,838 24,392 138,230 6,000 1,400 712 16,280  3 職員手当 208 時間外勤務手当

等

 8 旅費 30 普通旅費

10 需用費 100 消耗品費

12 委託料 11,000 測量委託料 2,000

弁護士訴訟費用 1,000

換地、測量設計委託料 8,000

14 工事請負 4,500 区画整理事業施設整備工事 1,500

費 一般農業用施設工事 3,000

18 負担金、 8,554 県営事業負担金 4,200

補助及び 事務費負担金 81

交付金 調査等負担金 4,225

土地改良連合会負担金 48

計 463,074 151,234 614,308 68,637 29,500 8,512 44,585

（款） 6 農林水産業費

（項） 2 林業費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 林業振興費 19,157 2,133 21,290 0 0 2,133 0 10 需用費 121 消耗品費 86

燃料費 35

11 役務費 10 通信運搬費

12 委託料 2,002 公有林整備業務委託

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（款） 6 農林水産業費

（項） 2 林業費 （単位 ： 千円）

節       

目

計 19,157 2,133 21,290 0 0 2,133 0

（款） 6 農林水産業費

（項） 3 水産業費 （単位 ： 千円）

節       

目

 2 水産業振興 4,068 500 4,568 0 0 0 500 18 負担金、 500 水産多面的機能発揮対策事業補助金

費 補助及び

交付金

 3 漁港管理費 5,612 42,359 47,971 24,966 15,800 0 1,593 14 工事請負 34,076 漁港施設補修工事

費

17 備品購入 8,283 漁港施設用備品

費

 4 漁港建設費 0 1,200 1,200 0 0 0 1,200  3 職員手当 52 時間外勤務手当

等

 8 旅費 30 普通旅費

18 負担金、 1,118 施設整備補助金

補助及び

交付金

計 44,201 44,059 88,260 24,966 15,800 0 3,293

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（款） 7 商工費

（項） 1 商工費 （単位 ： 千円）

節       

目

 2 商工業振興 72,275 2,984 75,259 0 0 2,500 484  3 職員手当 37 時間外勤務手当

費 等

 7 報償費 40 講師謝礼

 8 旅費 407 普通旅費 395

費用弁償 12

18 負担金、 2,500 行橋市創業者支援事業補助金

補助及び

交付金

 3 観光費 15,509 24,449 39,958 14,058 0 9,697 694  3 職員手当 104 時間外勤務手当

等

 8 旅費 136 普通旅費

10 需用費 298 消耗品費 217

食糧費 18

印刷製本費 63

11 役務費 3,091 通信運搬費 49

広告料 3,042

12 委託料 7,136 看板設置業務委託料 2,568

パンフレット作成委託料 1,375

実施設計委託料 3,193

13 使用料及 382 自動車等借上料 360

び賃借料 会場使用料 22

14 工事請負 541 トイレ改修工事

費

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（款） 7 商工費

（項） 1 商工費 （単位 ： 千円）

節       

目

17 備品購入 83 サイクルステーション用備品

費

18 負担金、 1,500 行橋市映像撮影ロケーション補助金

補助及び

交付金

24 積立金 11,178 観光振興基金積立金

計 206,828 27,433 234,261 14,058 0 12,197 1,178

（款） 8 土木費

（項） 2 道路橋りょう費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 道路維持費 73,179 79,693 152,872 0 53,600 20,000 6,093  3 職員手当 101 時間外勤務手当

等

14 工事請負 79,592 道路維持工事

費

 2 道路新設改 74,035 143,073 217,108 54,070 41,600 23,500 23,903  3 職員手当 914 時間外勤務手当

良費 等

 8 旅費 197 普通旅費

10 需用費 1,326 消耗品費 1,048

燃料費 98

印刷製本費 30

修繕料 150

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（款） 8 土木費

（項） 2 道路橋りょう費 （単位 ： 千円）

節       

目

11 役務費 55 通信運搬費

12 委託料 12,296 地質調査、測量、設計委託料

13 使用料及 1,729 土地等借上料

び賃借料

14 工事請負 106,335 道路等整備工事

費

16 公有財産 1,200 用地

購入費

18 負担金、 17,721 ＪＲ測量設計負担金

補助及び

交付金

21 補償、補 1,300 物件移転補償金

填及び賠

償金

 3 基地周辺道 28,298 55,009 83,307 48,654 0 0 6,355  3 職員手当 313 時間外勤務手当

路新設改良 等

費  8 旅費 307 普通旅費

10 需用費 310 消耗品費 210

燃料費 70

修繕料 30

11 役務費 25 通信運搬費

12 委託料 12,132 地質調査、測量、設計委託料 11,736

不動産鑑定委託料 396

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（款） 8 土木費

（項） 2 道路橋りょう費 （単位 ： 千円）

節       

目

14 工事請負 36,422 道路等整備工事

費

16 公有財産 5,500 用地

購入費

 4 橋りょう維 0 1,614 1,614 0 0 0 1,614 10 需用費 18 消耗品費

持費 14 工事請負 1,500 橋りょう維持工事

費

15 原材料費 96 橋りょう維持用原材料

計 199,047 279,389 478,436 102,724 95,200 43,500 37,965

（款） 8 土木費

（項） 3 河川費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 河川改良費 3,104 162,891 165,995 96,900 53,000 0 12,991  3 職員手当 725 時間外勤務手当

等

 8 旅費 522 普通旅費

10 需用費 342 消耗品費 222

燃料費 70

修繕料 50

11 役務費 40 通信運搬費

12 委託料 7,112 地質調査、測量、設計委託料 5,000

不動産鑑定委託料 2,112

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（款） 8 土木費

（項） 3 河川費 （単位 ： 千円）

節       

目

14 工事請負 118,650 河川改良工事 70,650

費 河川改良維持工事 48,000

16 公有財産 35,500 用地

購入費

計 3,104 162,891 165,995 96,900 53,000 0 12,991

（款） 8 土木費

（項） 4 都市計画費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 都市計画総 67,763 1,378 69,141 1,260 0 0 118  8 旅費 66 普通旅費

務費 10 需用費 24 消耗品費

11 役務費 28 通信運搬費

14 工事請負 1,260 花壇整備工事

費

 2 都市下水路 33,213 368,676 401,889 159,350 144,800 50,000 14,526  3 職員手当 468 時間外勤務手当

費 等

 8 旅費 155 普通旅費

10 需用費 50 消耗品費

12 委託料 21,755 設計等委託料

14 工事請負 346,248 雨水施設等更新工事 340,010

費 都市下水施設改修工事 6,238

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（款） 8 土木費

（項） 4 都市計画費 （単位 ： 千円）

節       

目

 3 都市街路費 7,923 37,565 45,488 0 0 0 37,565  3 職員手当 110 時間外勤務手当

等

10 需用費 80 消耗品費

12 委託料 5,500 街路樹等維持委託料

14 工事請負 500 街路整備工事

費

18 負担金、 31,375 県営事業負担金

補助及び

交付金

 4 都市公園費 82,312 63,750 146,062 33,800 18,700 0 11,250  3 職員手当 159 時間外勤務手当

等

 8 旅費 204 普通旅費

10 需用費 18 消耗品費

12 委託料 7,700 長寿命化計画見直し業務委託料

14 工事請負 55,669 都市公園整備工事

費

 5 駅周辺整備 10,576 35,789 46,365 29,500 3,000 2,158 1,131  3 職員手当 134 時間外勤務手当

対策費 等

 8 旅費 109 普通旅費

10 需用費 65 消耗品費

14 工事請負 35,481 改修工事

費

計 203,397 507,158 710,555 223,910 166,500 52,158 64,590

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（款） 8 土木費

（項） 5 住宅費 （単位 ： 千円）

節       

目

 2 住宅管理費 80,911 0 80,911 840 0 0 △840 財源更正

 3 住宅建設費 0 35,350 35,350 8,164 4,100 16,000 7,086  3 職員手当 176 時間外勤務手当

等

 8 旅費 109 普通旅費

10 需用費 93 消耗品費

12 委託料 11,000 設計等委託料

14 工事請負 23,972 補修工事 15,972

費 解体工事 8,000

計 191,295 35,350 226,645 9,004 4,100 16,000 6,246

（款） 9 消防費

（項） 1 消防費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 常備消防費 909,561 8,885 918,446 740 0 2,282 5,863  3 職員手当 350 時間外勤務手当

等

 8 旅費 482 普通旅費 392

研修旅費 90

10 需用費 2,318 消耗品費

11 役務費 213 通信運搬費 31

手数料 182

14 工事請負 3,223 消防施設改修工事

費

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（款） 9 消防費

（項） 1 消防費 （単位 ： 千円）

節       

目

17 備品購入 2,149 消防用備品

費

18 負担金、 150 教養関係負担金

補助及び

交付金

 2 非常備消防 80,769 8,008 88,777 0 8,000 0 8 14 工事請負 8,008 消防施設改修工事

費 費

計 990,330 16,893 1,007,223 740 8,000 2,282 5,871

（款）10 教育費

（項） 1 教育総務費 （単位 ： 千円）

節       

目

 3 教育指導費 316,198 6,015 322,213 1,660 0 3,207 1,148  1 報酬 1,242 会計年度任用職員報酬

 3 職員手当 165 パートタイム会計年度任用職員期末手当

等 101

パートタイム会計年度任用職員勤勉手当

64

 4 共済費 156 労働災害保険料 5

会計年度任用職員共済費 151

 7 報償費 90 講師謝礼

 8 旅費 300 普通旅費

10 需用費 853 消耗品費 803

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（款）10 教育費

（項） 1 教育総務費 （単位 ： 千円）

節       

目

印刷製本費 50

11 役務費 2 通信運搬費

12 委託料 3,207 学力テスト実施事業委託料

計 509,445 6,015 515,460 1,660 0 3,207 1,148

（款）10 教育費

（項） 2 小学校費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 学校管理費 326,691 3,235 329,926 0 0 0 3,235 12 委託料 3,235 樹木管理委託

 3 学校施設整 0 42,216 42,216 11,694 0 16,000 14,522  8 旅費 30 普通旅費

備費 12 委託料 17,505 実施設計委託料

14 工事請負 24,681 外壁改修工事 7,326

費 電話回線工事費 3,440

プール改修工事 13,915

計 363,299 45,451 408,750 11,694 0 16,000 17,757

（款）10 教育費

（項） 3 中学校費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 学校管理費 192,310 9,227 201,537 6,688 0 0 2,539  8 旅費 30 普通旅費

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（款）10 教育費

（項） 3 中学校費 （単位 ： 千円）

節       

目

12 委託料 1,765 樹木管理委託

17 備品購入 7,432 学校用備品

費

 3 学校施設整 0 40,768 40,768 15,098 0 19,000 6,670 12 委託料 19,967 実施設計委託料

備費 14 工事請負 20,801 プール改修工事

費

計 240,704 49,995 290,699 21,786 0 19,000 9,209

（款）10 教育費

（項） 4 社会教育費 （単位 ： 千円）

節       

目

 2 公民館費 108,222 65,827 174,049 47,500 0 2,500 15,827  8 旅費 60 普通旅費

12 委託料 1,150 空調設備保守点検委託料

14 工事請負 62,117 浄化槽取替工事 13,497

費 公民館改修工事 48,620

18 負担金、 2,500 一般コミュニティ助成事業助成金

補助及び

交付金

 4 文化財保護 108,263 55,394 163,657 33,353 3,800 4,225 14,016  8 旅費 15 普通旅費

費 10 需用費 1,339 消耗品費 15

印刷製本費 1,324

12 委託料 222 不動産鑑定委託料

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（款）10 教育費

（項） 4 社会教育費 （単位 ： 千円）

節       

目

14 工事請負 7,098 改修工事

費

16 公有財産 46,720 用地

購入費

 8 図書館費 218,472 660 219,132 330 0 0 330 12 委託料 660 イベント委託料

計 788,106 121,881 909,987 81,183 3,800 6,725 30,173

（款）10 教育費

（項） 5 保健体育費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 保健体育総 59,681 13,267 72,948 0 0 6,962 6,305  3 職員手当 249 時間外勤務手当

務費 等

 7 報償費 3,265 スポーツ大会参加選手激励金

10 需用費 52 消耗品費

11 役務費 2 保険料

12 委託料 990 調査等委託料

18 負担金、 8,709 マラソン大会補助金 8,309

補助及び スポーツフェスタ事業補助金 400

交付金

 2 体育施設費 91,679 34,470 126,149 18,600 0 0 15,870 12 委託料 4,092 設計等委託料

14 工事請負 20,918 改修工事

費

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（款）10 教育費

（項） 5 保健体育費 （単位 ： 千円）

節       

目

17 備品購入 9,460 体育施設用備品

費

 3 学校給食費 831,932 93,429 925,361 0 82,800 0 10,629  3 職員手当 62 時間外勤務手当

等

10 需用費 3,911 消耗品費 16

修繕料 3,895

14 工事請負 83,259 補修工事 385

費 機械更新工事 82,874

18 負担金、 6,197 学校給食費補助金等

補助及び

交付金

計 983,292 141,166 1,124,458 18,600 82,800 6,962 32,804

（款）13 諸支出金

（項） 1 繰出金 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 繰出金 1,633,281 1,204 1,634,485 0 0 0 1,204 27 繰出金 1,204 介護保険特別会計 1,050

後期高齢者医療特別会計 154

計 1,633,281 1,204 1,634,485 0 0 0 1,204

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

41



2 ．一般職

(１) 総　括
給             与 費

職員数
(人)

(446)
473

(441)
473
(5)
0

注　（　）内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員である。

時間外勤 管理職手 特殊勤務 期末勤勉

区　分  務手当  当  手当  手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補正後 66,894 83,078 126,418 38,764 8,010 1,018,627 30,076 43,881 88,067 614

補正前 66,894 83,078 119,880 38,764 8,010 1,017,555 30,076 43,881 88,067 614

比　較 0 0 6,538 0 0 1,072 0 0 0 0

ア　会計年度任用職員以外の職員
給             与 費

職員数
(人)

(5)
457
(5)
457
(0)
0

注　（　）内は、短時間勤務職員である。

時間外勤 管理職手 特殊勤務 期末勤勉

区　分  務手当  当  手当  手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補正後 66,894 81,053 125,858 38,764 8,010 863,327 28,914 43,881 88,067 614

補正前 66,894 81,053 119,320 38,764 8,010 863,327 28,914 43,881 88,067 614

比　較 0 0 6,538 0 0 0 0 0 0 0

 給　与　費　明　細　書

合　　　計

合　　　計 備　　　考
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

5,039,240

5,022,460

16,780

扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 退職手当
管理職員特
別勤務手当

区　　　分 報　　　酬 給　　　料 職 員 手 当 計 共　済　費

比　較 8,490 0 7,610 16,100 680

補正前 763,483 1,967,785 1,496,819 4,228,087 794,373

補正後 771,973 1,967,785 1,504,429 4,244,187 795,053

職 員 手 当

の 　内　 訳 1,504,429

1,496,819

7,610

区　　　分 報　　　酬 給　　　料 職 員 手 当 計 共　済　費 合　　　計 備　　　考
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

比　較 ──── 0 6,538 6,538 0

3,893,244

6,538

(千円)

補正前 ──── 1,917,235 1,338,844 3,256,079 630,627 3,886,706

補正後 ──── 1,917,235 1,345,382 3,262,617 630,627

1,338,844

扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 退職手当
管理職員特
別勤務手当

職 員 手 当

の 　内　 訳

合　　　計

1,345,382

6,538
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イ　会計年度任用職員　
給             与 費

職員数
(人)

(441)
16

(436)
16
(5)
0

注　（　）内は、パートタイム会計年度任用職員である。

時間外勤 管理職手 特殊勤務 期末勤勉

区　分  務手当  当  手当  手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補正後 ― 2,025 560 ― ― 155,300 1,162 ― ― ―

補正前 ― 2,025 560 ― ― 154,228 1,162 ― ― ―

比　較 ― 0 0 ― ― 1,072 0 ― ― ―

(２) 給料及び職員手当の増減額の明細
説 明 備 考

(千円) (千円)

給料改定に伴う増減分

昇給に伴う増加分

その他の増減分

制度改正に伴う増減分

その他の増減分

区　　　分 報　　　酬 給　　　料 職 員 手 当 計 共　済　費 合　　　計 備　　　考
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

1,145,996

補正前 763,483 50,550 157,975 972,008 163,746 1,135,754

補正後 771,973 50,550 159,047 981,570 164,426

職 員 手 当

の 　内　 訳

1,072

区　　　　分 増　　減　　額 増　　減　　事　　由　　別　　内　　訳

10,242

扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 退職手当
管理職員特
別勤務手当

比　較 8,490 0 1,072 9,562 680

合　　　計

157,975

159,047

職 員 手 当 7,610
0

7,610 時間外勤務手当、期末勤勉手当の増

給　　　　料 0

0

0

0
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 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は　

 支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

　　  前 年 度 末 ま で の 　当 該 年 度 以 降 の

　　  支 出 見 込 額 　支 出 予 定 額

国　 県 地方債 その他

支出金 財　 源

0

市営住宅長寿命化改修事業 23,958 ― ― 令和９年度

33,426

3,591 4,300

左　　の　　財　　源　　内　　訳

金　　　額

一　 般

(単位：千円)

期　　　間

事　　　　　項

金　　額

特　　定　　財　　源

令和９年度貸付行橋市条件付返還
免除型奨学金

限度額
に同じ

23,958 16,067

限　度　額

期　　　間

じん芥収集車購入 33,426

―

―

令和９年度以降行橋市
条件付返還免除型奨学
金条例第６条に定める期
間の満了まで

月額20,000円に各奨学生（２
５名以内）の正規修業期間月
数を乗じて得られた額の総額

―
限度額
に同じ

― 令和９年度 33,426
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（単位：千円）

当　該　年　度　中　増　減　見　込　み

区　　　　　　　　分 前 前 年 度 末 前 年 度 末 当 該 年 度 末

現 在 高 現 在 高 見 込 額 当 該 年 度 中 当 該 年 度 中 元 金 現 在 高 見 込 額

起 債 見 込 額 償 還 見 込 額

1 公共事業等債 2,752,371 2,771,448 230,400 248,188 2,753,660

2 一般単独事業債 829,103 838,148 121,500 116,197 843,451

3 公営住宅整備事業債 850,392 757,304 4,100 80,893 680,511

4 学校教育施設等整備事業債 1,602,789 1,350,690 28,500 218,322 1,160,868

5 防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債 504,417 536,185 166,600 38,442 664,343

6 一般補助施設整備等事業債 250,852 432,438 24,323 408,115

7 全国防災事業債 46,675 25,100 1,679 23,421

8 災害復旧事業債 64,655 78,037 9,811 68,226

9 一般廃棄物処理事業債 411,957 427,549 3,500 32,224 398,825

10 緊急防災・減災事業債 329,041 726,922 375,900 68,609 1,034,213

11 緊急自然災害防止対策事業債 64,860 79,268 73,900 3,138 150,030

12 緊急浚渫推進事業 123,340 139,908 21,000 13,312 147,596

13 財源対策債 2,023,975 1,852,386 180,084 1,672,302

14 減税補填債 8,624 2,005 2,005

15 減収補填債 54,850 51,437 3,415 48,022

16 臨時財政対策債 8,100,175 7,270,317 791,834 6,478,483

17 都道府県貸付債 33,142 24,537 3,500 8,605 19,432

18 その他(一般会計出資債) 763,522 724,439 8,300 46,216 686,523

計 18,814,740 18,088,118 1,037,200 1,887,297 17,238,021

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び

当該年度末における現在高の見込みに関する調書
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 議案第４７号 

   令和８年度行橋市介護保険特別会計補正予算について 

 令和８年度行橋市介護保険特別会計補正予算は、別案のとおりとする。 

  令和８年６月２日提出 

行橋市長  工 藤 政 宏 

 



令和８年度行橋市介護保険特別会計補正予算（第１次）（案）



   令和８年度行橋市の介護保険特別会計補正予算（第１次）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　 既定の歳入歳出予算の総額６，５９８，３３５千円に歳入歳出それぞれ２，０９９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　 ６，６００，４３４千円とする。

２　 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 「第１表　歳入歳出予算補正」 による。

令和 ８ 年 ６ 月 ２ 日 提出

行橋市長　　工　藤　政　宏

令和８年度行橋市介護保険特別会計補正予算（第１次）
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第１表　歳入歳出予算補正

     （歳        入） (単位：千円)

款 項

 4 国庫支出金 1,517,515 1,049 1,518,564

 2 国庫補助金 418,394 1,049 419,443

 8 繰入金 981,067 1,050 982,117

 1 他会計繰入金 969,554 1,050 970,604

6,598,335 2,099 6,600,434

既 定 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

2



     （歳        出） (単位：千円)

款 項

 1 総務費 104,666 2,099 106,765

 1 総務管理費 43,382 2,099 45,481

6,598,335 2,099 6,600,434

既 定 額 補 正 額 計

歳 出 合 計

3



予　算　に　関　す　る　説　明　書



１．総括　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書

（歳　入） (単位：千円)

款

 4 国庫支出金 1,517,515 1,049 1,518,564

 8 繰入金 981,067 1,050 982,117

6,598,335 2,099 6,600,434

既 定 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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１．総括

（歳　出） (単位：千円)

款

 1 総務費 104,666 2,099 106,765 1,049 0 0 1,050

6,598,335 2,099 6,600,434 1,049 0 0 1,050歳 出 合 計

既 定 額 補 正 額 計

補 正 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
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２．歳入
（款） 4 国庫支出金

（項） 2 国庫補助金 （単位 ： 千円）

節   

目

 3 介護保険事業費補助 0 1,049 1,049  1 介護保険事業 1,049 介護保険事業費補助金

金 費補助金

計 418,394 1,049 419,443

（款） 8 繰入金

（項） 1 他会計繰入金 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 一般会計繰入金 969,554 1,050 970,604  2 事務費繰入金 1,050 事務費繰入金

計 969,554 1,050 970,604

既 定 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

既 定 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明
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３．歳出
（款） 1 総務費

（項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 一般管理費 43,382 2,099 45,481 1,049 0 0 1,050 12 委託料 2,099 システム改修委託料

計 43,382 2,099 45,481 1,049 0 0 1,050

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

7



議案第４８号 

   令和８年度行橋市後期高齢者医療特別会計補正予算について 

 令和８年度行橋市後期高齢者医療特別会計補正予算は、別案のとおりとする。 

  令和８年６月２日提出 

行橋市長  工 藤 政 宏 

 



令和8年度 行橋市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1次)(案)



令和8年度 行橋市後期高齢者医療特別会計補正予算 (第1次)

   令和8年度行橋市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第1次）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　 既定の歳入歳出予算の総額1,614,784千円に歳入歳出それぞれ36,534千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

　 れ1,651,318千円とする。

２　 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 「第１表　歳入歳出予算補正」 による。

令和8年6月2日 提出

行橋市長　  工 藤　政 宏
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第１表　歳入歳出予算補正

     （歳        入） (単位：千円)

款 項

 1 後期高齢者医療保険料 1,202,583 27,223 1,229,806

 1 後期高齢者医療保険料 1,202,583 27,223 1,229,806

 3 繰入金 408,893 9,311 418,204

 1 一般会計繰入金 408,893 9,311 418,204

1,614,784 36,534 1,651,318

既 定 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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     （歳        出） (単位：千円)

款 項

 2 後期高齢者医療広域連合納付金 1,570,401 36,534 1,606,935

 1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,570,401 36,534 1,606,935

1,614,784 36,534 1,651,318

既 定 額 補 正 額 計

歳 出 合 計
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予　算　に　関　す　る　説　明　書



１．総括　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書

（歳　入） (単位：千円)

款

 1 後期高齢者医療保険料 1,202,583 27,223 1,229,806

 3 繰入金 408,893 9,311 418,204

1,614,784 36,534 1,651,318

既 定 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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１．総括

（歳　出） (単位：千円)

款

 2 後期高齢者医療広域連 1,570,401 36,534 1,606,935 0 0 36,534 0

合納付金

1,614,784 36,534 1,651,318 0 0 36,534 0歳 出 合 計

既 定 額 補 正 額 計

補 正 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
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２．歳入
（款） 1 後期高齢者医療保険料

（項） 1 後期高齢者医療保険料

節   

目

 1 特別徴収保険料 798,372 18,135 816,507  1 現年度分 18,135 現年度分

 2 普通徴収保険料 404,211 9,088 413,299  1 現年度分 9,088 現年度分

計 1,202,583 27,223 1,229,806

（款） 3 繰入金

（項） 1 一般会計繰入金

節   

目

 1 事務費繰入金 74,858 154 75,012  1 事務費繰入金 154 事務費繰入金

 2 保険基盤安定繰入金 334,035 9,157 343,192  1 保険基盤安定 9,157 保険基盤安定繰入金

繰入金

計 408,893 9,311 418,204

既 定 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

既 定 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明
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３．歳出
（款） 2 後期高齢者医療広域連合納付金

（項） 1 後期高齢者医療広域連合納付金 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 後期高齢者 1,570,401 36,534 1,606,935 0 0 36,534 0 18 負担金、 36,534 保険料負担金 27,223

医療広域連 補助及び 事務費負担金（現年度分） 154

合納付金 交付金 後期高齢者医療保険基盤安定負担金

9,157

計 1,570,401 36,534 1,606,935 0 0 36,534 0

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源
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